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○下関市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例 

 
平成１７年２月１３日 

条例第２６号 

 
 (趣旨) 

第１条 この条例は、別に条例で定めるものを除き、地方自治法(昭和２２年法律第６

７号。以下「法」という。)第２４４条の２第３項の規定に基づき、下関市の公の施

設の管理を行わせるもの(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し必要

な事項を定めるものとする。 

 

 (指定管理者の公募) 

第２条 市長は、法人その他の団体(以下「団体」という。)に公の施設の管理を行わ

せようとするときは、次に掲げる事項を明示し、当該公の施設の指定管理者の指定

を受けようとする団体を公募するものとする。 

 (1) 公の施設の概要 

 (2) 申込資格 

 (3) 申込受付期間 

 (4) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲 

 (5) 利用料金に関する事項 

 (6) 選定の基準 

 (7) 指定の期間 

 (8) その他市長が必要と認める事項 

 

 (指定管理者の指定の申込み) 

第３条 前条の規定による公募に応募しようとする団体(以下「応募団体」という。)

は、申込書に次に掲げる書類を添えて、申込受付期間内に市長に提出しなければな

らない。 

 (1) 申込資格を有していることを証する書類 

 (2) 管理を行う公の施設(以下「指定管理施設」という。)に係る事業計画書 

 (3) 指定管理施設の管理に係る収支計画書 

 (4) 応募団体の経営状況を説明する書面 

 (5) その他市長が必要と認める書類 

 

 (指定管理候補者の選定方法等) 

第４条 市長は、前条の規定による申込書等の提出があったときは、次条に規定する

下関市指定管理候補者選定委員会に諮問し、その意見及び次に掲げる選定の基準に

基づき総合的に審査し、応募団体のうちから最も適当と認めるものを指定管理者の

候補者(以下「指定管理候補者」という。)として選定するものとする。 

 (1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。 

 (2) 指定管理施設の効用を最大限に発揮するものであること。 

 (3) 指定管理施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られる
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ものであること。 

 (4) 指定管理施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営規模及び能力を有

しており、又は確保できる見込みがあること。 

 (5) その他市長が必要と認める基準 

２ 市長は、前項の規定により指定管理候補者を選定した後、法第２４４条の２第６

項の規定による議会の議決(以下「指定の議決」という。)を経る前に、当該指定管

理候補者を指定管理者に指定することが著しく不適当又は不可能と認められる事由

が生じたときは、当該選定を取り消し、他の応募団体の中から指定管理候補者を選

定することができる。 

 

 (選定委員会の設置) 

第５条 指定管理候補者の選定について、市長の諮問に応じて審議するため、指定管

理施設又は類似する複数の指定管理施設ごとに下関市指定管理候補者選定委員会

(以下「選定委員会」という。)を設置する。 

２ 前項の規定にかかわらず、次条第２項ただし書の規定により指定管理候補者を選

定するときは、選定委員会を設置しないことができる。 

３ 一の選定委員会の委員の定数は、１５人以内とする。 

４ 選定委員会の委員の任期並びに選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

 

 (指定管理候補者の選定の特例) 

第６条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第2条の規定による公募によ

らず、特定の団体を指定管理候補者として選定することができる。 

 (1) 指定管理施設の設置目的、規模、機能、利用状況、管理運営の状況等により公

募に適さないと認めるとき。 

 (2) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１年

法律第１１７号）第２条第４項に規定する選定事業の対象として、同条第５項に

規定する選定事業者に公の施設の管理を行わせようとするとき。 

 (3) 第３条の規定による申込書等の提出が、その申込受付期間内になされなかった

とき。 

 (4) 第４条第２項の規定により選定を取り消した場合又は第１２条第１項第１号

に規定する事由により指定を取り消した場合で、改めて公募を行う時間的余裕が

ないとき。 

 (5) その他緊急に指定管理者を指定する必要があるとき。 

２ 前項の規定により特定の団体を指定管理候補者として選定するときは、当該団体

に対して第3条に規定する申込書等の提出を求め、その選定については、第４条の規

定を準用する。ただし、前項第２号から第５号までの事由により特定の団体を指定

管理候補者として選定しようとするときは、選定委員会に諮問せずに選定すること

ができる。 

 

 (選定結果の通知) 

第７条 市長は、第4条及び前条の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果
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を応募団体又は指定管理候補者に通知するものとする。 

 

 (指定管理者の指定) 

第８条 市長は、第4条又は第6条の規定により選定した指定管理候補者について、指

定の議決があったときは当該指定管理候補者を指定管理者に指定し、及びその旨を

通知するものとし、指定の議決を得られなかったときは当該指定管理候補者に対し、

指定管理者に指定しない旨を通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による指定の際に、指定管理施設の管理上必要な条件を付す

ることができる。 

３ 市長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。 

 

 (協定の締結) 

第９条 指定管理者の指定を受けた団体は、市長と公の施設の管理に関する協定を締

結しなければならない。 

２ 前項の協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 

 (1) 指定期間に関する事項 

 (2) 事業計画に関する事項 

 (3) 利用料金に関する事項 

 (4) 事業報告及び業務報告に関する事項 

 (5) 管理費用に関する事項 

 (6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項 

 (7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項 

 (8) 管理業務を行うに当たって保有する情報の公開に関する事項 

 (9) その他市長が必要と認める事項 

 

 (区分経理) 

第１０条 指定管理者は、指定管理施設の管理業務に係る経理とその他の業務に係る

経理を明確に区分しなければならない。 

 

 (業務報告の聴取等) 

第１１条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管

理業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に

調査し、又は必要な指示をすることができる。 

 

 (指定の取消し等) 

第１２条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者の指定を取り

消し、又は期間を定めてその管理業務の全部又は一部の停止を命じることができる。 

 (1) 指定管理者の指定期間の初日までに第９条第１項の協定を締結することがで

きないとき。 

 (2) 指定管理者が第１０条の規定に違反し、又は正当な理由がなく前条の報告及び

調査を拒み、若しくは指示に従わないとき。 

 (3) 災害その他指定管理者の責めに帰すことができない事由により管理業務を継
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続することができないとき。 

 (4) その他市長が管理業務を継続することが適当でないと認めるとき。 

２ 第８条第３項の規定は、前項の規定により指定の取消しをしたとき、又は管理業

務の停止を命じたときに準用する。 

 

 (原状回復義務) 

第１３条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は前条第１項の規定によ

り指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を

命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに

原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を得たとき、又は指定管理者が

その指定期間が満了した後引き続き同一の指定管理施設の指定管理者に指定された

ときは、この限りでない。 

 

 (損害賠償義務) 

第１４条 指定管理者は、故意又は過失により指定管理施設又はその設備を損傷し、

又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。た

だし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除すること

ができる。 

 

 (事業報告書の作成及び提出) 

第１５条 指定管理者は、毎年度末日の翌日から起算して６０日以内に、指定管理施

設に関し次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければな

らない。ただし、年度の途中において第１２条第１項の規定により指定を取り消さ

れたときは、その取り消された日の翌日から起算して６０日以内に当該取り消され

た日までの間に係る当該年度の事業報告書を提出しなければならない。 

 (1) 管理業務の実施状況 

 (2) 利用状況並びに利用拒否等の件数及び理由 

 (3) 利用料金の収入実績 

 (4) 管理経費の収支状況 

 

 (秘密保持義務) 

第１６条 指定管理者又は指定管理施設の管理業務に従事している者(以下この条に

おいて「従事者」という。)は、指定管理施設を管理するに当たって知り得た個人情

報(以下この条において「保有個人情報」という。)が適切に保護されるよう配慮す

るとともに、漏えい、滅失又は損傷の防止等保有個人情報の適切な管理のため、第

９条第１項の協定に基づき必要な措置を講じなければならない。指定管理者の指定

の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後におい

ても、同様とする。 

 

 (教育委員会が管理する施設への適用) 

第１７条 この条例を下関市教育委員会が管理する公の施設に適用する場合において

は、第２条から第９条まで、第１１条から第１３条まで、第１５条及び次条の規定
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中「市長」とあるのは、「教育委員会」とする。 

 

 (委任) 

第１８条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

 

   附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 (経過措置) 

２ この条例の施行の日前に、豊田町公の施設における指定管理者の指定に関する条

例(平成１６年豊田町条例第１６号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為

は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

 

   附 則(平成１７年６月２９日条例第３４５号) 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

   附 則(平成１７年９月２７日条例第３６８号) 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

   附 則(平成２２年３月２６日条例第１号) 

 (施行期日) 

１ この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 

 (経過措置) 

２ この条例の施行の日前に、この条例による改正前の下関市公の施設における指定

管理者の指定手続等に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、

この条例による改正後の下関市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する

条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

 

   附 則（平成２９年９月２９日条例第４７号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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○下関市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則 

 
平成１７年９月２８日 

規則第３５８号 

 

 (趣旨) 

第１条 この規則は、下関市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例

(平成１７年条例第２６号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定め

るものとする。 

 

 (公募の方法) 

第２条 条例第２条に規定する公募は、市役所前の掲示場への掲示のほか、次に掲げ

る方法のうち全部又は一部の方法により行うものとする。 

 (1) 下関市の広報への掲載 

 (2) 下関市のホームページへの掲載 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法 

 

 (指定管理者の指定の申込み) 

第３条 条例第３条に規定する申込書は、様式第１号によるものとし、同条第１号か

ら第４号までに掲げる添付書類は、原則として、次の各号に掲げる区分に応じ、そ

れぞれ当該各号に掲げるものとする。 

 (1) 申込資格を有していることを証する書類 定款又は寄附行為の写し及び登記

簿の謄本(法人以外の団体にあっては、会則等) 

 (2) 管理を行う公の施設(以下「指定管理施設」という。)に係る事業計画書 事業

計画書(様式第２号) 

 (3) 指定管理施設の管理に係る収支計画書 収支計画書(様式第３号) 

 (4) 応募団体の経営状況を説明する書面 組織の概要、経営状況の判断及び業績見

通し、貸借対照表、損益計算書、利益処分に関する書類、財産目録等 

２ 前項の規定にかかわらず、条例第３条に規定する応募団体及び条例第６条第１項

の規定により選定する特定の団体は、市長が前項第２号及び第３号の要件を満たす

と認めるときは、様式第2号及び様式第３号以外の様式により事業計画書及び収支計

画書を提出することができる。 

 

 (選定結果の通知) 

第４条 条例第７条の規定による結果の通知は、様式第４号又は様式第５号によるも

のとする。 

 

 (指定の通知) 

第５条 市長は、条例第８条第１項の規定により指定管理者の指定をしたときは、様

式第６号により通知するものとする。 

２ 条例第８条第３項の規定による告示は、様式第７号によるものとする。 

 



8 

 (委員) 

第６条 条例第５条第１項の下関市指定管理候補者選定委員会(以下「委員会」とい

う。)の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は

任命する。 

 (1) 学識経験者 

 (2) 経営又は財務に関する有識者 

 (3) 当該指定管理施設又はそれに類似する施設の管理運営又は利用に関する有識

者 

 

 (委員の任期) 

第７条 委員の任期は、１年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残

任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

 

 (委員長) 

第８条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名

する委員がその職務を代理する。 

 

 (会議) 

第９条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員

長を定めるための会議は、市長が招集する。 

２ 会議の議長は、委員長をもって充てる。 

３ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

４ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

５ 会議は、公開とする。ただし、委員会が必要と認めるときは、非公開とすること

ができる。 

６ 委員長は、会議を公開とするときは、傍聴人に対し、必要な指示をすることがで

きる。 

７ 委員会は、会議の議事について、その都度議事録を作成するものとする。 

 

 (意見の聴取等) 

第１０条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて

意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

 

 (庶務) 

第１１条 委員会の庶務は、当該指定管理施設を所管する課室所(類似する複数の指定

管理施設ごとに委員会を設置する場合で、それらを所管する課室所が複数あるとき

は、市長が指定する課室所)において処理する。 
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 (その他) 

第１２条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定め

る。 

 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

   附 則(平成２２年３月３０日規則第２１号) 

 この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

   附 則(平成２９年６月３０日規則第６２号) 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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様式第１号(第３条関係) 

 

年  月  日 

申込書 

 

 (あて先)下関市長 

 

所在地 

団体名 

申込者 

代表者氏名           印 

電話番号 

 

 下記の公の施設について指定管理者の指定を受けたいので、下関市公の施設におけ

る指定管理者の指定手続等に関する条例第３条の規定により、申し込みます。 

 

記 

 

 公の施設の名称

(                              ) 
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添付書類 

 

様式第２号(第３条関係) 

年  月  日 

事業計画書 

 

公の施設の名称(                        ) 

団体名   

代表者氏名   設立年月日   

団体所在地   

電話番号   FAX番号   

E-mail   

 

 

現在運営している類似

施設 

所在地 主な業務内容 管理運営期間 

   自  年  月  日 

至  年  月  日 

   自  年  月  日 

至  年  月  日 

   自  年  月  日 

至  年  月  日 

   自  年  月  日 

至  年  月  日 

   自  年  月  日 

至  年  月  日 

   自  年  月  日 

至  年  月  日 

 

内容 

 

 

管理運営に関する基本方針 

業務の安全成績 

 事故発生件

数 

死亡 重傷 軽傷 事故の原因

及び善後策 

 

件 人 人 人  

 

安全面に関する方策 

福祉政策に関する取り組み状況 

 障害者の雇用の有無(   人雇用・雇用なし)：いずれかを記入 
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施設管理について 

１ 職員配置(指揮命令系統がわかる組織図を含む。) 

 

２ 職員の研修計画 

 

 

  

施設運営について 

１ 年間の事業計画(「事業実施計画」は、別に添付すること。) 

 

２ サービス向上のための方策 

 

３ 利用者等の要望の把握及び実現策 

 

４ 利用者のトラブルの未然防止及び対処方法 

 

５ その他(地域との連携、他施設との連携等) 

 

 

  

個人情報の保護の措置について 

 

緊急時対策について 

１ 防犯、防災の対応 

 

２ その他緊急時の対応 

 

その他特記事項 

 

 

注 １ 「事業」とは、市が主催し、指定管理者が実施する各種講座、講演会等をい

う。 

  ２ 欄が不足する場合は、別紙を添付してください。 
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様式第３号(第３条関係) 

収支計画書(  年度) 

 公の施設の名称(                             ) 

 

区分 金額(千円) 内訳 

収入 市からの委託金   

利用料金  (利用料金制度適用施

設のみ) 

 

 

その他   

収入合計(A)   

支出 人件費   

事務費   

事業費   

管理費   

支出合計(B)   

収支(A)－(B)   

 

 

注 １ 年度とは、４月から翌年３月までをいう。ただし、年度の途中に公の施設が

設置されたときは、初年度に限り、設置の日から翌年３月までを年度とする。 

  ２ 指定の期間が複数の年度にわたるときは、年度ごとに作成すること。 
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様式第４号(第４条関係) 

第    号 

年  月  日 

 

 (指定管理者の候補者) 様 

 

下関市長         印 

 

   指定管理者の候補者の選定結果について 

 

 下関市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例第 条に基づき、貴

団体を下記の公の施設の指定管理者の候補者として選定しましたので、通知します。 

 

記 

 

 公の施設の名称

(                              ) 
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様式第５号(第４条関係) 

第    号 

年  月  日 

 

 (申込者)    様 

 

下関市長         印 

 

   指定管理者の候補者の選定結果について 

 

 下関市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例第 条に基づく選定

の結果、貴団体を下記の公の施設の指定管理者の候補者として選定することができま

せんでしたので、通知します。 

 

記 

 

 公の施設の名称

(                              ) 
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様式第６号(第５条関係) 

第    号 

年  月  日 

 

 (指定管理者)   様 

 

下関市長         印 

 

   指定管理者の指定について 

 

 下関市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例第８条第１項に基づ

き、下記のとおり貴団体を本市の公の施設に係る指定管理者に指定します。 

 

記 

 

１ 管理を行わせる公の施設の名称及び所在地 

  名称 

  所在地 

 

２ 指定の期間 

       年  月  日から    年  月  日まで 

 

３ 管理業務の範囲 

 (1)  

 (2)  

 (3)  

 

４ その他 

   管理業務の細目的事項については、別途締結する協定により定めます。 
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様式第７号(第５条関係) 

下関市告示第    号 

年  月  日 

 

 地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２４４条の２第３項に規定する指定管理者

の指定を行ったので、下関市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例

第８条第３項に基づき、下記のとおり告示する。 

 

                         下関市長 

 

記 

 

１ 指定管理者の団体名、代表者氏名及び所在地 

  団体名 

  代表者氏名 

  所在地 

 

２ 管理を行わせる公の施設の名称及び所在地 

  名称 

  所在地 

 

３ 指定の期間 

       年  月  日から    年  月  日まで 

 

４ 管理業務の範囲 

 (1) 

 (2) 

 (3) 
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○下関市教育委員会の下関市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例

の施行に関する規則 

 
平成２２年３月３１日 

教育委員会規則第１８号 

 

 下関市教育委員会が管理する公の施設に係る下関市公の施設における指定管理者の

指定手続等に関する条例（平成１７年条例第２６号）の施行については、下関市公の

施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則（平成１７年規則第３５

８号）の例による。 

 

   附 則 

 この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 
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２ 法  律 
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○地方自治法（抄） 

 
昭和２２年４月１７日 

法律第６７号 

 
 （公の施設） 

第２４４条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供

するための施設（これを公の施設という。）を設けるものとする。 

２ 普通地方公共団体（次条第３項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。）

は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。 

３ 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取

扱いをしてはならない。 

 

 （公の施設の設置、管理及び廃止） 

第２４４条の２ 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあ

るものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定

めなければならない。 

２ 普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要

なものについて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせよ

うとするときは、議会において出席議員の３分の２以上の者の同意を得なければな

らない。 

３ 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要がある

と認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通

地方公共団体が指定するもの（以下本条及び第２４４条の４において「指定管理者」

という。）に、当該公の施設の管理を行わせることができる。 

４ 前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業

務の範囲その他必要な事項を定めるものとする。 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当

該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

７ 指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報

告書を作成し、当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならな

い。 

８ 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設

の利用に係る料金（次項において「利用料金」という。）を当該指定管理者の収入と

して収受させることができる。 

９ 前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条

例の定めるところにより、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指

定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受け

なければならない。 

１０ 普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の

適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報
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告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。 

１１ 普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定

管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消

し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 

 

 （公の施設の区域外設置及び他の団体の公の施設の利用） 

第２４４条の３ 普通地方公共団体は、その区域外においても、また、関係普通地方

公共団体との協議により、公の施設を設けることができる。 

２ 普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体との協議により、当該他の普通地方

公共団体の公の施設を自己の住民の利用に供させることができる。 

３ 前２項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければなら

ない。 

 

 （公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求） 

第２４４条の４ 普通地方公共団体の長以外の機関（指定管理者を含む。）がした公の

施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が

当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対し

てするものとする。 

２ 普通地方公共団体の長は、公の施設を利用する権利に関する処分についての審査

請求があつたときは、議会に諮問してこれを決定しなければならない。 

３ 議会は、前項の規定による諮問があつた日から20日以内に意見を述べなければな

らない。 
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３ 国 通 知 等 
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自 治 画 第 ６ ７ 号 

平成１２年３月２９日 

（平成１５年９月２日一部改正） 

（平成１７年１０月３日一部改正） 

 

 各都道府県知事  
殿 

 各指定都市市長 

 

自治事務次官 

 

地方公共団体におけるＰＦＩ事業について 

 

 今般、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１

年法律第１１７号。以下「ＰＦＩ法」という。）第４条第１項に定める基本方針が制定

されました。地方公共団体においては、下記事項に留意のうえ、適切に対応されるよ

うお願いします。 

 なお、貴都道府県内市区町村にもこの旨周知されるようお願いします。 

 

記 

 

第１ 総括的事項 

１ ＰＦＩ法は、平成１１年９月２４日に施行され、同法第４条第１項に基づき、内

閣総理大臣が、平成１２年３月１３日、別添のとおり基本方針を定めたところであ

ること。 

  基本方針は、国（独立行政法人、特殊法人その他の公共法人を含む。）が公共施設

等の管理者等として行うＰＦＩ事業について主として定めたものであり、地方公共

団体については、ＰＦＩ法第３条に規定する基本理念にのっとり、本基本方針を勘

案した上で、公共性及び安全性の確保、資金の効率的使用、民間事業者の自主性の

尊重等に配慮して、地域における創意工夫を生かしつつ、ＰＦＩ事業が円滑に実施

されるよう必要な措置を講ずるものとされていること。（ＰＦＩ法第４条第７項） 

２ 以下、本通知において、次の用語は、それぞれ下記のとおりとする。 

（１） ＰＦＩ事業地方公共団体がＰＦＩ法第５条第１項の実施方針を定めて実施する

ＰＦＩ法第２条第４項に定める「選定事業」をいう。 

（２） ＰＦＩ事業者ＰＦＩ法第７条第１項の規定によりＰＦＩ事業を実施する者とし

て選定された者をいう。 

（３） ＰＦＩ契約地方公共団体とＰＦＩ事業者の間で締結される、ＰＦＩ事業に係る

契約をいう（ＰＦＩ法第９条に定める議会の議決が必要な契約にあっては、これ

を経たものに限る。）。 

（４） 政府調達協定１９９４年４月１５日マラケシュで作成された政府調達に関する

協定をいう。 

（５）特例政令地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平

成７年政令第３７２号）をいう。 
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３ ＰＦＩ法第９条及び民間資金等の活用による公共施設等の整備の促進に関する法

律施行令に定めるとおり、以下のＰＦＩ契約については、あらかじめ議会の議決を

経なければならないこと。これは、地方自治法第９６条第１項第５号に定める議会

の議決との均衡を考慮するとともに、ＰＦＩ事業に係る将来の財政負担等を議会に

おいてチェックする趣旨であること。また、この場合における金額は、ＰＦＩ契約

の予定価格の金額のうち維持管理、運営等に要する金額を除いた金額により判断す

るものであること。 

法第二条第五項に規定する選定事業者が

建設する同条第一項に規定する公共施設

等（地方公共団体の経営する企業で地方

公営企業法（昭和二十七年法律第二百九

十二号）第四十条第一項の規定の適用が

あるものの業務に関するものを除く。）の

買入れ又は借入れ 

 

都道府県 

千円 

５００ ，０００ 

地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第２

５２条の１９第１項

に規定する指定都市

（以下この表におい

て「指定都市」とい

う。） ３００ ，０００ 

市（指定都市を除く。） １５０ ，０００ 

町村 ５０ ，０００ 

４ ＰＦＩ事業の実施の検討に当たっては、事前に適切な需要見通しを行うなど、事

業自体の必要性を十分に検討するとともに、事業者選定段階においても、需要変動

リスクが存在する事業又は大きな事業については、過大な需要見通しを前提とした

事業提案でないか十分に審査すること。 

  なお、「民間と競合する公的施設の改革について」（平成１２年６月９日付け自治

事務次官通知）の趣旨も踏まえて適切に対応すること。 

５ ＰＦＩ法が、いわゆる第三セクターの抱える諸課題等を考慮のうえ立法された経

緯も踏まえ、ＰＦＩ契約において、ＰＦＩ事業者とのリスクの分担（ＰＦＩ事業の

継続が困難になった場合の措置を含む。以下同じ。）を明確にしておくとともに、Ｐ

ＦＩ事業者に対する安易な出資及び損失補償は、厳に慎むこと。 

６ 総務省は自治行政局地域振興課を窓口として相談に応じることとしているので、

ＰＦＩ事業の実施を検討している地方公共団体は積極的に相談すること。また、(財)

地域総合整備財団において、ＰＦＩアドバイザーの派遣、ＰＦＩ研修会、民間事業

者との意見交換会などを実施し、相談窓口を設置しているので、適宜活用を図るこ

と。さらに、同財団において、自治体ＰＦＩ推進センターが設置されているので、

地方公共団体間の意見交換及び情報の共有の場としてあわせて活用を図ること。 

  なお、ＰＦＩ事業に対する貸付けであって現行のふるさと融資の要件を満たすも

のについては、これを対象とするものであること。詳細は（財）地域総合整備財団

に照会すること。 

７ ＰＦＩ事業の実施に当たっては、実施方針、選定結果、契約、協定、金融機関と

の直接の取決め（ダイレクト・アグリーメント）、ＰＦＩ事業者の決算報告及び監視

等の結果についてもすべて公開し、ＰＦＩ事業選定の手続及び実施の透明性の確保

を図ること。 
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第２ ＰＦＩ事業に係る債務負担行為の位置付け 

 ＰＦＩ法に基づいて公共施設等の整備を行うために設定される債務負担行為は、効

率的かつ効果的な公共施設等の整備のために設定されるものであり、「もっぱら財源調

達の手段として設定する債務負担行為」（「債務負担行為の運用について」（昭和４７年

９月３０日付け自治導第１３９号））に該当するものではないと解されること。 

 しかしながら、この場合においても財政の健全性を確保する必要があるので、ＰＦ

Ｉ事業における債務負担行為に係る支出のうち、施設整備費や用地取得費に相当する

もの等公債費に準ずるものを起債制限比率の計算の対象とするものであること。 

 

第３ ＰＦＩ事業に係る地方財政措置 

 ＰＦＩ事業のうち１の要件を満たすものに係る施設整備費について、地方公共団体

がＰＦＩ事業者に対して財政的支出を行う場合、２の財政措置を講じること。なお、

具体的内容については「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する

法律（平成１１年法律第１１７号）に基づいて地方公共団体が実施する事業に係る地

方財政措置について」（平成１２年３月２９日付け自治省財政局長通知）を参照するこ

と。 

１ 要件 

 ア 当該施設の所有権が一定期間経過後に地方公共団体に移転（当該施設の整備後

直ちに移転する場合を含む。）するもの又はＰＦＩ契約が当該施設の耐用年数と同

程度の期間継続するものであること。 

 イ 通常当該施設を地方公共団体が整備した場合に国庫補助負担制度がある事業に

ついては、ＰＦＩ事業で整備する場合にも同等の措置が講じられるものであるこ

と。 

２ 財政措置の内容 

 ア 国庫補助負担金が支出される事業 

    当該国庫補助負担金の内容に応じて、地方公共団体が直接整備する場合と同

等の地方債措置又は地方交付税措置を講じること。 

 イ 地方単独事業として実施されるＰＦＩ事業 

    地方公共団体が直接整備する場合に施設の種別に応じた財政措置の仕組みが

ある施設については当該措置内容に準じて、そのような財政措置の仕組みがな

い施設（公共性が高く、かつ非収益的な施設で一定の要件を満たすものに限る。）

については一定の範囲で、地方交付税措置を講じること。 

 

第４ 税制上の措置 

（１）ＰＦＩ事業者がＰＦＩ事業の用に供する土地については、特別土地保有税の非

課税措置が講じられていること。（地方税法第５８６条第２項第１号の２７） 

（２）ＰＦＩ事業者が、港湾法に規定する無利子貸付けを受けてＰＦＩ事業として整

備する特定用途港湾施設のうち一定のもの、政府の補助金を受けてＰＦＩ事業と

して整備する廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物処理施設

のうち一定のもの、政府の補助金を受けてＰＦＩ事業として整備する国立大学法

人法に規定する国立大学の校舎のうち一定のもの又はＰＦＩ事業（法律の規定に
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より公共施設等の管理者等である国又は地方公共団体がその事務又は事業として

実施するものに限る。）として整備する公共施設等のうち一定のものについて、不

動産取得税又は固定資産税若しくは都市計画税の課税標準の特例措置が講じられ

ていること。（地方税法附則第１１条第２５項から第２７項まで及び第３１項並び

に同法附則第１５条第４８項、第４９項、第５１項及び第５５項） 

 

第５ 契約関係 

１ ＰＦＩ契約の相手方の決定の手続については、基本方針「二民間事業者の募集及

び選定に関する基本的な事項」を参考として、適切に実施すること。 

２ 契約の相手方の選定方法の原則（一般競争入札） 

   ―総合評価一般競争入札の活用等― 

  ＰＦＩ事業者の選定方法は、公募の方法等によることとされており（ＰＦＩ法第

７条第１項）、一般競争入札によることが原則とされていること。 

  この場合において、ＰＦＩ契約においては、価格のみならず、維持管理又は運営

の水準、ＰＦＩ事業者とのリスク分担のあり方、技術的能力、企画に関する能力等

を総合的に勘案する必要があることにかんがみ、総合評価一般競争入札（地方自治

法施行令第１６７条の１０の２）の活用を図ること。 

  この際、あらかじめ学識経験者の意見を聴き、落札者決定基準を適切に定め、公

表すること等、所定の手続について十分留意すること。（「地方自治法施行令の一部

を改正する政令の施行について」（平成１１年２月１７日付け自治行第３号自治事務

次官通知）を参照のこと。） 

３ 随意契約による場合の留意点 

 上記１によらず、随意契約の方法によるためには、地方自治法施行令第１６７条の

２第１項各号に該当することを要すること。この場合において、以下の点に留意する

こと。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号「その性質又は目的が競争入札

に適しないものをするとき」については、普通地方公共団体において当該契約の

目的、内容に照らしそれに相応する資力、信用、技術、経験等を有する相手方を

選定しその者との間で契約の締結をするという方法をとるのが当該契約の性質に

照らし又はその目的を究極的に達成する上でより妥当であり、ひいては当該普通

地方公共団体の利益の増進につながると合理的に判断される場合もこれに当たる

と解されているところであり（別紙昭和６２年３月２０日最高裁第２小法廷判決

参照）、ＰＦＩ契約についてもこれを踏まえて適切に判断するものであること。 

（２）同条第５号「時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見

込みのあるとき」とは、相手方が多量のストックをかかえ売り込む意欲が強い場

合等、相手方が特殊な地位に立っている場合が該当するものとされていること。

この場合において、同号の「著しく有利な価格」とは、一般的には、品質、性能

等が他の物件と比較して問題がなく、かつ、予定価格（時価を基準としたもの）

から勘案しても、競争入札に付した場合より誰が見てもはるかに有利な価格で契

約できるときと解されており、したがって、当該地方公共団体が当該公共施設等

を整備すると仮定する場合の価格と当該相手方の価格を比較するとともに、一般

的なＰＦＩ事業者がＰＦＩ方式で整備すると仮定した場合の標準的な価格と比較
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し、著しく有利であるか否かにより判断するものであること。 

４ 政府調達協定の適用を受けるＰＦＩ契約についての留意点 

（１）ＰＦＩ契約は、公共施設等の建設のみならず、維持管理及び運営をも内容とす

るものであり、このため、政府調達協定対象の役務と対象外の役務の双方を包含

する混合的な契約となりうるものであること。 

   こうした混合的な契約においては、主目的である調達に着目し、全体を当該主

目的に係る調達として扱うこととされており、主目的が物品等又は協定の対象で

ある役務の調達契約であって、当該契約の全体の予定価格（主目的以外の物品等

及び役務に係る価額を含む。）が適用基準額を超える場合に、特例政令の適用を受

けることとされているので、都道府県及び指定都市においては留意すること。（「地

方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の公布につい

て」平成７年１１月１日付け自治行第８４号行政課長通知参照） 

（２）特例政令第１０条本文において引用する地方自治法施行令第１６７条の２第１

項第３号の「緊急の必要｣とは、例えば、災害時において一般競争入札又は指名競

争入札の方法による手続をとるときは、その時期を失し、あるいは全く契約の目

的を達することができなくなり、経済上はなはだしく不利益を被るに至るような

場合を想定していること。 

（３）特例政令第１０条第１項第６号は、設計契約について随意契約によることがで

きるとしているものであり、建設、維持管理、運営等、設計以外の内容を一体的

に含むＰＦＩ契約は、その対象ではないものと解されること。 

５ その他 

（１）ＰＦＩ契約の相手方の決定の手続に際しては、特別目的会社に対する出資予定

者等により構成される、法人格の無い共同企業体の形式で参加し、ＰＦＩの選定

事業者となった後に、初めて法人格を持った特別目的会社を設立して、地方公共

団体との間でＰＦＩ契約を締結することも差し支えないこと。 

（２）民間事業者による発案が可能とされている（ＰＦＩ法第４条第２項第１号）が、

提案を行った民間事業者を相手方として、随意契約によるＰＦＩ契約を締結する

ためには、地方自治法施行令第１６７条の２第１項各号（政府調達協定の適用を

受ける場合においては、特例政令第１０条第１項各号）に該当する必要があるこ

と。 

（３）ＰＦＩ契約の相手方となる民間事業者の選定手続に参加した民間事業者に対し、

一定のコンペ料等を支払うことを妨げるものでないこと。 

（４）ダイレクト・アグリーメントの締結等を通じ、ＰＦＩ事業者と金融機関との間

のリスク分担についても十分な関心を払う必要があること。 

（５）ＰＦＩ事業者の責に帰する事由による契約解除の際に施設の所有権を取得・保

持するための買取り規定の設定に際しては、金融機関による融資との関係にも留

意し、適切に判断する必要があること。 

 

第６ 公の施設関係 

１ ＰＦＩ法に基づいて公共施設等を整備しようとする場合の当該公共施設等の管理

については、公の施設制度の趣旨を踏まえ、公の施設として管理すべきか否か適切

に判断するものであること。 
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２ ＰＦＩ事業により公の施設を整備しようとする場合にあっては、施設の設置、そ

の管理に関する事項等については条例でこれを定めるものであること。（地方自治法

第２４４条の２第１項及び第２項） 

３ ＰＦＩ事業により公の施設を整備しようとする場合であって、当該施設を公の施

設として供用する間、ＰＦＩ事業者が施設の所有権を有する場合は、地方公共団体

は、公の施設を設置するに伴って住民に対して負う責務を全うするに十分な、安定

的な使用権原（賃借権等）を取得しておく必要があること。 

４ ＰＦＩ事業により公の施設を整備しようとする場合であって、当該施設の管理を

包括的に民間事業者に行わせる場合は、原則として地方自治法第２４４条の２第３

項に規定する公の施設の指定管理者の制度を採用すること。 

  ただし、民間事業者に対して、包括的な委任でなく、例えば下記の諸業務をＰＦ

Ｉ事業として行わせることは可能であり、また一の民間事業者に対してこれらの業

務のうち複数のものをＰＦＩ事業として行わせることも可能であること。その場合

にあっては、当該民間事業者については、当該公の施設の利用に係る料金を当該民

間事業者の収入として収受させること及び当該料金を当該民間事業者が定めること

とすることはできないこと。（地方自治法第２４４条の２第８項、第９項） 

 ① 下記のような事実上の業務 

  ・施設の維持補修等のメンテナンス 

  ・警備 

  ・施設の清掃 

  ・展示物の維持補修 

  ・エレベーターの運転 

  ・植裁の管理 

 ② 管理責任や処分権限を地方公共団体に留保した上で、管理や処分の方法につい

てあらかじめ地方公共団体が設定した基準に従って行われる下記のような定型的

行為 

  ・入場券の検認 

  ・利用申込書の受理 

  ・利用許可書の交付 

 ③ 私人の公金取扱いの規定（地方自治法第２４３条、同法施行令第１５８条）に

基づく使用料等の収入の徴収 

 ④ 当該施設運営に係るソフト面の企画 

５ ＰＦＩ事業において、指定管理者の制度を採用する場合には、指定管理者に関し

条例に定める事項（地方自治法第２４４条の２第４項）、指定の期間（同条第５項）

及び指定にはあらかじめ議会の議決を経なければならないこと（同条第６項）につ

いて、ＰＦＩ事業の円滑な実施が促進されるよう適切な配慮をするとともに、指定

の取消し又は管理の業務の全部若しくは一部の停止の命令を行う場合におけるＰＦ

Ｉ事業の取扱いについて、あらかじめ明らかにするよう努めるものとされているこ

と。（ＰＦＩ法第９条の２） 

 

第７ 公有財産関係その他 

 ＰＦＩ事業により公有地上に公共施設等を整備する場合には、下記の事項について
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留意すること。 

（１）当該施設の所有権が当該施設の整備後直ちに地方公共団体に移転し、供用され

る場合には、当該施設の用地は行政財産として位置づけられるものであること。 

（２）当該施設の所有権が一定期間経過後に地方公共団体に移転する場合であって、

当該期間中、ＰＦＩ事業者に対して普通財産として用地を貸し付けるときは、最

終的に当該施設の所有権が当該地方公共団体に移転し、その行政財産になる時点

において、当該施設の用地も、普通財産から行政財産に切り替える必要があるこ

と。 

（３）地方公共団体の行政財産については、原則として貸付け等や私権を設定するこ

とができないこととされているが、次に掲げる場合において、一定の条件の下で

ＰＦＩ事業者に対する特例が設けられていること。 

  ① 地方公共団体は、ＰＦＩ事業に係る行政財産を、地方自治法第２３８条の４

第１項の規定にかかわらず、貸し付けることができること。（ＰＦＩ法第１１条

の２第６項） 

  ② 地方公共団体は、一棟の建物の一部がＰＦＩ事業に係る公共施設等である場

合における当該建物の全部又は一部をＰＦＩ事業者が所有しようとする場合に

おいて、地方自治法第２３８条の４第１項の規定にかかわらず、行政財産であ

る土地を貸し付けることができること。（同条第７項）（当該建物のうちＰＦＩ

事業に係る公共施設等以外の部分をＰＦＩ事業者から譲り受けようとする者

（同条第９項）又は更に譲り受けようとする者に対する当該行政財産である土

地の貸付けを含む（同条第１０項）。③において同じ。） 

  ③ 地方公共団体は、②に規定する建物のうちＰＦＩ事業に係る公共施設等以外

の部分をＰＦＩ事業終了後においてもＰＦＩ事業者が引き続き所有しようとす

る場合において、地方自治法第２３８条の４第１項の規定にかかわらず、②の

行政財産である土地を貸し付けることができること。（同条第８項） 

  ④ 地方公共団体は、一定の公益的施設等の設置事業であって、ＰＦＩ事業の実

施に資すると認められるものに係る行政財産を、地方自治法第２３８条の４第

１項の規定にかかわらず、貸し付けることができること。（ＰＦＩ法第１１条の

３第５項）（当該施設をＰＦＩ事業者から譲り受けようとする者（同条第７項）

又は更に譲り受けようとする者（同条第８項）に対する当該行政財産の貸付け

を含む。⑤において同じ。） 

  ⑤ 地方公共団体は、④に規定する公益的施設等をＰＦＩ事業終了後においても

ＰＦＩ事業者が引き続き所有し、又は利用しようとする場合において、④の行

政財産を貸し付けることができること。（同条第６項） 

  ⑥ ①から⑤までの貸付けについては、民法第６０４条並びに借地借家法第３条

及び第４条の規定は、適用されないこと。 

  ⑦ ①から⑤までの貸付けについては、地方自治法第２３８条の２第２項及び第

２３８条の５第３項から第５項までの規定が準用されること。 
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（別紙） 

 

○ 最高裁第二小法廷判決 （昭和６２年３月２０日） 

 「その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」とは、原判決の判示す

るとおり、不動産の買入れ又は借入れに関する契約のように当該契約の目的物の性質

から契約の相手方がおのずから特定の者に限定されてしまう場合や契約の締結を秘密

にすることが当該契約の目的を達成する上で必要とされる場合など当該契約の性質又

は目的に照らして競争入札の方法による契約の締結が不可能又は著しく困難というべ

き場合がこれに該当することは疑いがないが、必ずしもこのような場合に限定される

ものではなく、競争入札の方法によること自体が不可能又は著しく困難とはいえない

が、不特定多数の者の参加を求め競争原理に基づいて契約の相手方を決定することが

必ずしも適当ではなく、当該契約自体では多少とも価格の有利性を犠牲にする結果に

なるとしても、普通地方公共団体において当該契約の目的、内容に照らしそれに相応

する資力、信用、技術、経験等を有する相手方を選定しその者との間で契約の締結を

するという方法をとるのが当該契約の性質に照らし又はその目的を究極的に達成する

上でより妥当であり、ひいては当該普通地方公共団体の利益の増進につながると合理

的に判断される場合も同項１号（注：昭和４９年改正前の地方自治法施行令第１６７

条の２第１項第１号。現同項第２号）に掲げる場合に該当するものと解すべきである。

そして、右のような場合に該当するか否かは、契約の公正及び価格の有利性を図るこ

とを目的として普通地方公共団体の契約締結の方法に制限を加えている前記法及び令

の趣旨を勘案し、個々具体的な契約ごとに、当該契約の種類、内容、性質、目的等諸

般の事情を考慮して当該普通地方公共団体の契約担当者の合理的な裁量判断により決

定されるべきものと解するのが相当である。 
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総 行 情 第 ９ １ 号 

平成１５年６月１６日 

 

 各都道府県知事殿 

（個人情報保護対策担当課・市区町村担当課扱い） 

 各指定都市市長殿 

（個人情報保護対策担当課扱い） 

 

総務省政策統括官 

 

地方公共団体における個人情報保護対策について 

 

 今般、個人情報の保護に関する法律（以下「基本法」という。）が、平成１５年５月

30日に法律第57号をもって公布され、公布の日から（一部の規定については公布の日

から起算して２年を超えない範囲内において政令で定める日から）施行されることと

なりました。また、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（以下「行政機

関法」という。）が、平成15年５月30日に法律第58号をもって公布され、公布の日から

起算して２年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されることとなりま

した。 

 基本法は、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作

成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団

体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等

を定めるものです。行政機関法は、国の行政機関を対象とし、国の行政機関における

個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めるものです。 

 基本法において個人情報保護に関する地方公共団体の責務等が定められたこと、及

び行政機関法において国の行政機関に係る個人情報保護法制が充実・強化されたこと

を踏まえ、地方公共団体においても、個人情報保護条例の制定又は見直しにより、地

域の実情に応じた適切な個人情報保護対策を実施することが必要であると考えられま

すので、貴都道府県・指定都市におかれても下記の点に留意の上、個人情報の取扱い

について万全を期せられますようお願いいたします。 

 また、都道府県にあっては、区域内の市区町村にもこの旨通知の上、個人情報保護

条例の制定又は見直しに関し、必要な助言、情報の提供等に努められますようお願い

いたします。 

 

記 

 

第１ 基本法関係 

１ 目的 

  基本法は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大している

ことにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方

針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地

方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守す
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べき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益

を保護することを目的とするものであること（第１条）。 

２ 地方公共団体の責務・施策 

（１）地方公共団体は、基本法の趣旨にのっとり、その地方公共団体の区域の特性に

応じて、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、及びこ

れを実施する責務を有するものであること（第５条）。 

（２）地方公共団体は、その保有する個人情報の性質、当該個人情報を保有する目的

等を勘案し、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置

を講ずることに努めなければならないものであること（第11条）。 

（３）地方公共団体は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、その区域内の事業

者及び住民に対する支援に必要な措置を講ずるよう努めなければならないもので

あること（第12条）。 

（４）地方公共団体は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が

適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせんその他必要な

措置を講ずるよう努めなければならないものであること（第13条）。 

３ 施行期日 

  基本法は、公布の日から施行することとされていること。ただし、基本法第４章

から第６章まで及び附則第２条から第６条までの規定は、公布の日から起算して２

年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされていること

（附則第１条）。 

 

第２ 行政機関法関係 

１ 目的 

  行政機関法は、行政機関において個人情報の利用が拡大していることにかんがみ、

行政機関における個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、行政

の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とするも

のであること（第１条）。 

２ 対象となる行政機関 

  行政機関法における「行政機関」とは、次に掲げる機関をいうものであること（第

２条第１項）。 

  ①法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下

に置かれる機関 

  ②内閣府､宮内庁並びに内閣府設置法第49条第１項及び第２項に規定する機関(こ

れらの機関のうち④の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令

で定める機関を除く。） 

  ③国家行政組織法第３条第２項に規定する機関（⑤の政令で定める機関が置かれ

る機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。） 

  ④内閣府設置法第３９条及び第５５条並びに宮内庁法第１６条第２項の機関並び

に内閣府設置法第４０条及び第５６条（宮内庁法第１８条第１項において準用

する場合を含む。）の特別の機関で、政令で定めるもの 

  ⑤国家行政組織法第８条の２の施設等機関及び同法第８条の３の特別の機関で、

政令で定めるもの 
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  ⑥会計検査院 

３ 施行期日 

  行政機関法は、公布の日から起算して２年を超えない範囲内において政令で定め

る日から施行することとされていること（附則第１条）。 

 

第３ 個人情報保護条例の制定又は見直しに当たっての留意事項 

 基本法及び行政機関法の規定の趣旨を踏まえ、個人情報保護条例を未制定である市

町村にあっては、早急に条例制定に向けた取組みが必要である。具体的には､「住民基

本台帳法の一部を改正する法律」(平成１１年法律第１３３号）附則第１条第３号に掲

げる規定の施行日である平成１５年８月２５日を目途として条例が制定されているこ

とが望ましい。また、すでに個人情報保護条例を制定している団体にあっても、行政

機関法の内容を踏まえた所要の見直しを検討することが適当である。 

 条例の制定又は見直しに当たっては、主に以下に掲げるような事項に留意する必要

がある。 

１ 保護の対象とすべき個人情報の処理形態 

  多くの個人情報保護条例は、電子計算機の導入を契機として、専ら電子計算機処

理に係る個人情報を対象として制定されてきており、電子計算機を用いない、いわ

ゆる「マニュアル処理」（手作業処理）に係る個人情報については、保護の対象外と

している条例が存在する。 

  個人情報の処理に伴う個人の権利利益の侵害の可能性は、マニュアル処理につい

ても存在し、また、個人情報を収集する段階では、電子計算機による処理を行うか

どうか必ずしも明らかでない場合があり、実際の事務処理においてはマニュアル処

理に係る場面と電子計算機処理に係る場面とが連動しているために、両処理を明確

に区分することが困難な場合が少なくない。また、国においても、行政機関法はマ

ニュアル処理に係る個人情報も保護の対象としているところである。このような事

情から、電子計算機処理に係る個人情報のみでなく、マニュアル処理に係る個人情

報についても条例による保護の対象とする必要がある。 

２ 個人情報保護条例の対象機関の範囲 

  地方公共団体が保有する個人情報の保護対策は、個人情報の取扱いに伴って生じ

るおそれがある個人の権利利益の侵害を防止することを目的とするものであるから、

基本的には、地方公共団体の各機関の間で保護対策を講ずる必要性が異なるところ

はないものと考えられる。 

  現在、都道府県の個人情報保護条例において、実施機関としていない執行機関が

ある場合には、個人情報の適切な保護の必要性は都道府県の各機関によって異なる

ものではないこと、行政機関法においても原則としてすべての行政機関を対象とし

ていること等から、各都道府県においては、実施機関としていない執行機関につい

ても、当該執行機関と十分協議の上、個人情報保護条例の対象としていくことが望

ましい。 

３ 自己情報の開示・訂正等・利用停止に関する規定 

（１）自己情報の開示請求権 

   地方公共団体が保有する個人情報は、各種行政運営の基礎データとなるもので

あり、また、その正確性が個人の権利利益に関係する場合も多いものと考えられ
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る。 

   したがって、不正確な情報によって個人が不測の不利益を被ることを事前に防

止するとともに、住民の不安感を払拭するためには、地方公共団体が保有してい

る個々の個人情報について、原則として本人がその存在及び内容を確認できるよ

うにすることが必要である。 

（２）自己情報の訂正等の請求権 

   地方公共団体が保有する個人情報の中には、当該団体が行う行政処分の基礎と

なるものがある。このような個人情報に関して事実に誤りがあり、それに基づい

て誤った行政処分が行われた場合には、不服申立てや行政事件訴訟等当該行政処

分に係る既存の争訟制度によってその救済を図ることとなる。 

   しかしながら、行政処分が行われる以前の段階で、今後行われるであろう行政

処分の基礎となる個人情報の事実の誤りや欠落について、訂正、追加又は削除（以

下「訂正等」という。）をすることができれば、住民にとっても誤った事実に基づ

いた行政処分を受けることを回避できるという利点がある。また、行政処分に結

び付かない事実の誤り・欠落であっても、個人の権利利益の保護の観点からその

誤り等について訂正等をする意義はあるものと考えられる。このような目的を達

成するため、開示請求により開示を受けた者について、自己情報の訂正等の請求

を行うことを認める必要がある。 

（３）目的外利用等の際の利用停止請求権 

   個人情報保護条例における個人情報の適正な取得、利用、提供等の取扱いに関

する規範の実効性を担保するため、許容限度を超えた個人情報の目的外での利用

又は外部提供が行われている場合、個人情報の取得が適正な方法で行われなかっ

た場合等に、開示請求により開示を受けた者が、自己情報の利用の停止、消去又

は提供の停止の請求を行うことを認める必要がある。 

   従来、利用停止請求権に関する規定が設けられていたのは一部の個人情報保護

条例にとどまっていたところであるが、今般、行政機関法において利用停止請求

権に関する規定が整備されたことからも、個人情報保護条例における関係規定の

整備が必要である。 

４ 外部委託に関する規制 

  地方公共団体が個人情報の取扱いを外部に委託しようとする場合には、委託先に

おいて個人情報の漏えい等の問題が生じないようあらかじめ適切な措置を講じてお

くことが必要である。従来、個人情報の外部への漏えい等に関する事案の多くが、

委託先からのものであったことから、外部委託に関する規制を設けることは重要で

ある。このため、個人情報保護条例に、個人情報の保護に関して必要な事項を委託

契約に盛り込むことを義務付ける等、委託先においても個人情報が適切に保護され

るよう必要な措置を講ずることを当該地方公共団体に義務付ける等の規定を設ける

こととすべきである。 

  また、受託者又は受託者であった者に対しては、受託業務に関して取扱う個人情

報の安全確保について当該地方公共団体と同様の義務を負い、個人情報の漏えい防

止等のために必要な措置を講ずることを義務付けるとともに、受託事務従事者又は

従事していた者に対しては、受託業務に関して取扱う個人情報の保護について当該

地方公共団体の職員又は職員であった者が負う義務と同様の義務を課す旨の規定を
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設けることが適当である。 

５ 救済措置 

（１）不服申立て 

   自己情報の開示請求に対する決定、訂正等の請求に対する決定、利用停止請求

に対する決定等の請求に係る処分に不服がある者は、行政不服審査法に基づき不

服申立てを行うことができる。この不服申立てがあったときに、当該不服申立て

に対する裁決又は決定に当たって、実施機関が審査会等の附属機関に諮問しなけ

ればならない旨の規定を置くことが適当である。 

（２）苦情処理 

   個人情報の取扱いに関する救済手段について、不服申立てや訴訟によるよりも、

簡易・迅速な手段として苦情処理の制度がある。個人情報保護に関しては、苦情

処理によって問題の解決を図る方が適当な場合が多いと考えられるため、住民か

らの苦情に迅速・公正・柔軟に対応するための制度を設けることが適当である。 

６ 罰則 

  一般に、職員等の責務の履行の確保は、服務規律の確立、厳正な個人情報の取扱

いの徹底等によることが基本となるものである。しかしながら、行政機関法におい

ては、行政機関におけるＩＴ化の進展状況にかんがみ、行政に対する国民からの信

頼を確保するため国家公務員法の守秘義務違反等に係る罰則に加え、以下のような

罰則を規定しているところである。 

  ①行政機関の職員若しくは職員であった者又は受託業務に従事している者若しく

は従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録

された電子計算機処理に係る個人情報ファイル（その全部又は一部を複製し、

又は加工したものを含む。）を提供したときは、２年以下の懲役又は１００万円

以下の罰金に処する（第53条）。 

  ②行政機関の職員若しくは職員であった者又は受託業務に従事している者若しく

は従事していた者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは

第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、１年以下の懲

役又は５０万円以下の罰金に処する（第５４条）。 

  ③行政機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目

的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集し

たときは、１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する（第５５条）。 

  このような国における法整備の状況を踏まえ、各地方公共団体においても、関係

機関と協議の上、個人情報保護条例に罰則を設けることを積極的に検討することが

望ましい。 

７ いわゆる「オンライン禁止規定」について 

  従来の個人情報保護条例の中には、地方公共団体の電子計算機システムを通信回

線によって外部の機関と結合すること、通信回線を通じて外部へ個人情報を提供す

ること等を一律に禁止しているものが見受けられるところである。しかしながら、

ネットワークを活用した情報処理がＩＴ社会の実現に向けて不可欠であることに鑑

み、一律に禁止をするのではなく、提供の目的、利用形態や権利利益の侵害のおそ

れ、受領者側における保護措置の状況等を個別に検討した上で提供の可否を決定す

べきである。 
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  このことから個人情報保護条例において一律にオンライン結合を禁止している場

合には、早急な規定の見直しが必要である。 
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総 行 行 第 ８ ７ 号 
平成１５年７月１７日 

 

 各都道府県知事殿 

 

総務省自治行政局長 

 

 

地方自治法の一部を改正する法律の公布について（通知） 

 

 地方自治法の一部を改正する法律（平成１５年法律第８１号。以下「改正法」とい

う。）は、平成１５年６月６日に成立し、同月１３日に公布されました。 

 今回の地方自治法の一部改正は、地方公共団体の内部組織に関する規定を見直すと

ともに、公の施設の管理について指定管理者制度を導入し、その適正かつ効率的な運

営を図ることを目的としたものです。 

 指定管理者制度の導入に伴い、この法律の施行の際現に改正前の地方自治法（以下

「旧法」という。）第２４４条の２第３項の規定に基づき管理の委託を行っている公

の施設については、この法律の施行後３年以内に当該公の施設の管理に関する条例を

改正する必要があり、その際、公の施設の管理状況全般について点検し、指定管理者

制度を積極的に活用されるようお願いします。 

 また、指定管理者制度と地方独立行政法人制度との関係等については、「地方独立

行政法人法及び地方独立行政法人法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の公

布について（通知）」（平成１５年７月１７日付け総行行第８６号、総行公第３９号、

総財公第６１号、総財務第７１号、１５文科高第２７５号総務省自治行政局長・総務

省自治財政局長・文部科学省高等教育局長通知）を参照してください。 

 貴職におかれましては、下記事項に留意の上、地方公共団体の内部組織に関する規 

定及び公の施設の指定管理者制度の適正な運用に十分配慮されるとともに、貴都道府 

県内の市町村に対してもこの旨周知願います。 

 なお、施行に当たって留意すべき事項については、政令、省令等と併せ後日お示し 

します。 

 

記 

 

第１ 地方公共団体の内部組織に関する事項 

１ 改正の趣旨及び留意点 

 (1) 今般の改正は、都道府県の自主組織権を尊重する観点から、都道府県の局部数

の法定制を廃止し、地方公共団体の長の権限に属する事務を分掌させるため、必

要な内部組織を自主的に設けることができることとし、この場合において、当該

地方公共団体の長の直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務について

条例で定めることとしたものであること。（第１５８条第１項関係） 

 (2) 地方公共団体の内部組織の編成に当たっては、その事務及び事業の運営が簡素

かつ効率的なものとなるよう十分配慮しなければならないものであること。すな
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わち、組織の改編を行うに当たっては、社会経済情勢の変化に対応し、新たな行

政課題や住民の多様なニーズに即応した施策を総合的かつ機動的に展開できるよ

うな見直しを行うとともに、既存の組織についても従来のあり方にとらわれるこ

となく、スクラップ・アンド・ビルドを徹底することとされたいこと。（第１５

８条第２項関係） 

 

２ 地方公共団体の内部組織のあり方に関する事項 

  第１５８条第１項の地方公共団体の長の直近下位の内部組織とは、地方公共団体

の長の権限に属する事務を分掌するために設けられる最上位の組織を意味するもの

であり、局又は部若しくはこれに準ずる組織の名称如何にかかわらず、条例で定め

ることが必要となるものであること。（第１５８条第１項関係） 

 

３ 条例の制定又は改廃をした場合の届出に関する事項 

 (1) 上記２の条例を制定し又は改廃したときは、都道府県にあっては総務大臣に、

市町村にあっては都道府県知事に遅滞なく届け出るものとされたこと。（第１５

８条第３項関係 

 (2) 上記(1)により総務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない事項は、

当該条例の要旨のほか、総務省令で定めるものであるが、その内容は、新旧対照

表及び改正理由並びに当該地方公共団体の組織図（当該地方公共団体の長の直近

下位の内部組織を示すもの）を予定しているものであること。 

 

第２ 公の施設の管理に関する事項 

 今般の改正は、多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の

施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の

節減等を図ることを目的とするものであり、下記の点に留意の上、公の施設の適正な

管理に努められたいこと。 

 

１ 指定管理者に関する事項 

 (1) 今般の改正により導入される指定管理者制度は、地方公共団体が指定する法人

その他の団体に公の施設の管理を行わせようとする制度であり、その対象は民間

事業者等が幅広く含まれるものであること。（第２４４条の２第３項関係） 

 (2) 地方公共団体の長は、条例の定めるところにより、指定管理者に使用許可を行

わせることができるものであるが、使用料の強制徴収（第２３１条の３）、不服

申立てに対する決定（第２４４条の４）、行政財産の目的外使用許可（第２３８

条の４第４項）等法令により地方公共団体の長のみが行うことができる権限につ

いては、これらを指定管理者に行わせることはできないものであること。（第２

４４条の２第３項関係） 

 (3) 指定に当たって議決すべき事項は、指定管理者に管理を行わせようとする公の

施設の名称、指定管理者となる団体の名称、指定の期間等であること。（第２４

４条の２第６項関係） 

 

２ 条例で規定すべき事項 
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（1）指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必

要な事項は条例で定めることとされており、その具体的な内容は以下のとおりで

あること。（第２４４条の２第４項関係） 

 ①「指定の手続」としては、申請の方法や選定基準等を定めるものであること。 

なお、指定の申請に当たっては、複数の申請者に事業計画書を提出させることと

し、選定する際の基準としては例えば次のような事項を定めておく方法が望まし

いものであること。 

  ア 住民の平等利用が確保されること。 

  イ 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮

減が図られるものであること。 

  ウ 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力、人的能力を有しているこ

と。 

 ②「管理の基準」としては、住民が当該公の施設を利用するに当たっての基本的な

条件（休館日、開館時間、使用制限の要件等）のほか、管理を通じて取得した個

人に関する情報の取扱いなど当該公の施設の適正な管理の観点から必要不可欠で

ある業務運営の基本的事項を定めるものであること。 

 ③「業務の範囲」としては、指定管理者が行う管理の業務について、その具体的範

囲を規定するものであり、使用の許可まで含めるかどうかを含め、施設の維持管

理等の範囲を各施設の目的や態様等に応じて設定するものであること。 

（2） 旧法第２４４条の２第４項及び第５項と同様、指定管理者制度においても、利

用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができることとし、当該利

用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるところによ

り、指定管理者が定めるものとしていること。（第２４４条の２第８項及び第９

項関係） 

（3）指定管理者に支出する委託費の額等、細目的事項については、地方公共団体と指

定管理者の間の協議により定めることとし、別途両者の間で協定等を締結するこ

とが適当であること。 

 

３ 適正な管理の確保等に関する事項 

（1）「事業報告書」においては、管理業務の実施状況や利用状況、料金収入の実績や

管理経費等の収支状況等、指定管理者による管理の実態を把握するために必要な

事項が記載されるものであること。（第２４４条の２第７項関係） 

（2）清掃、警備といった個々の具体的業務を指定管理者から第三者へ委託することは

差し支えないが、法律の規定に基づいて指定管理者を指定することとした今回の

制度の趣旨にかんがみれば、管理に係る業務を一括してさらに第三者へ委託する

ことはできないものであること。 

（3）指定管理者が管理を通じて取得した個人情報については、その取扱いについて十

分留意し、「管理の基準」として必要な事項を定めるほか、個人情報保護条例に

おいて個人情報の保護に関して必要な事項を指定管理者との間で締結する協定に

盛り込むことを規定する等、必要な措置を講ずべきものであること。また、指定

管理者の選定の際に情報管理体制のチェックを行うこと等により、個人情報が適

切に保護されるよう配慮されたいこと。 
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   その際、「地方公共団体における個人情報保護対策について」（平成１５年６

月１６日付け総行情第９１号総務省政策統括官通知)の内容を十分に踏まえて対

応されたいこと。 

 

４ その他 

 道路法、河川法、学校教育法等個別の法律において公の施設の管理主体が限定され

る場合には、指定管理者制度を採ることができないものであること。 

 

第３ 施行期日等 

１ この法律は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行するものとすること。（改正法附則第１条関係） 

２ 指定管理者制度の導入に伴い、この法律の施行の際現に旧法第２４４条の２第３

項の規定に基づき管理の委託を行っている公の施設については、この法律の施行後

３年以内に当該公の施設の管理に関する条例を改正し、改正後の地方自治法第２４

４条の２の規定による指定等を行う必要があるものであること。（改正法附則第２

条関係） 
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総行行第１１３号 

平成１５年８月２９日 

 

 各都道府県知事殿 

総務省自治行政局長 

 

地方自治法施行令の一部を改正する政令等の公布について（通知） 

 

 地方自治法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成１５年政令第３７

４号)、地方自治法施行令の一部を改正する政令（平成１５年政令第３７５号。以下「改

正令」という。）及び地方自治法施行規則の一部を改正する省令（平成１５年総務省

令第１１１号。以下「改正規則」という。）は、平成１５年８月２９日に公布され、

地方自治法の一部を改正する法律（平成１５年法律第８１号。以下「改正法」という。）、

改正令及び改正規則は、平成１５年９月２日から施行されることとなりました。 

 改正法の内容、留意事項については、「地方自治法の一部を改正する法律の公布に

ついて（通知）」（平成１５年７月１７日付け総行行第８７号総務省自治行政局長通

知）により示したところですが、改正令及び改正規則の内容は、改正法の施行に伴う

規定の整備のほか、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第

２２１条第３項に規定する普通地方公共団体の長の調査等及び法第199条第７項後段

に規定する監査委員による監査の対象となる法人の範囲を改めたものです。 

 貴職におかれては、下記事項及び上記通知に示した事項に留意の上、改正法による

地方公共団体の内部組織に関する事項及び公の施設の指定管理者制度の施行が円滑に

行なわれるとともに、地方公共団体が資本金等の出資をしている法人に対する長の調

査等及び監査委員による監査が適切に運用されるよう格別の配慮をされますようお願

いします。なお、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨周知願います。 

 

記 

 

第一 地方公共団体の内部組織に関する事項（略） 

 

第二 公の施設に関する事項 

  改正法の施行に伴い、地方自治法施行令及び地方自治法施行規則中、公の施設の

管理受託者に関する規定を削除したほか、その他関係政令の規定について所要の整

備を行なったものであること。（令第１７３条の３、則第１７条、改正令附則第９

条関係） 

（以下、略） 
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雇児総発第0829001号 

社援保発第0829001号 

障企発第0829002号 

老計発第0829002号 

平成１５年８月２９日 

 

   都道府県 

 各 指定都市 民生主管部（局）長 殿 

   中 核 市 

 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長 

厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 保 護 課 長 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長 

厚 生 労 働 省 老 健 局 計 画 課 長 

 

 

社会福祉施設における指定管理者制度の活用について 

 

 今般、地方自治法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令（平成１５年政令

第３７４号）が公布され、地方自治法の一部を改正する法律（平成１５年法律第８１

号）は９月２日より施行されることとなったところであるが、同法において創設され

た指定管理者制度の趣旨及び内容について、別添「地方自治法の一部を改正する法律

の公布について」(平成１５年７月１７日総行行第８７号)のとおり、総務省自治行政

局長より通知が発出されているので、御留意願いたい。 

 また、これに伴って、老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の４に規

定する養護老人ホーム、第20条の５に規定する特別養護老人ホームや児童福祉法（昭

和２２年法律第１６４号）第３９条に規定する保育所などの社会福祉施設であって、

地方公共団体が設置するものについても、個別法による制約のない範囲において指定

管理者制度を活用してその管理を指定管理者に行わせることができることとなったの

で、管内市区町村及び関係者に周知するようお願いする。 

 なお、本通知の発出については、総務省自治行政局とも協議済みである旨、申し添

える。 
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国都公緑第７６号 

平成１５年９月２日 

 

 各都道府県・政令指定都市 都市公園担当部局長 殿 

 

国土交通省都市・地域整備局公園緑地課長 

 

 

指定管理者制度による都市公園の管理について 

 

 本年６月１３日に公布された「地方自治法の一部を改正する法律」において指定管

理者制度が創設されたところです。各都道府県・政令指定都市においては、指定管理

者制度による都市公園の管理について、下記の事項に留意の上、適切に対応されるよ

うお願いします。 

 なお、貴都道府県内市町村（政令指定都市を除く。）にもこの旨周知願います。 

（本件は総務省自治行政局と協議済みであるので、念のため申し添えます。） 

 

記 

 

１．指定管理者制度が創設されたことにより、地方自治法第２４４条の２第３項の規

定に基づき、指定管理者に対し、都市公園法第５条第２項の許可を要することなく、

都市公園全体又は区域の一部（園路により区分される等、外形的に区分されて公園

管理者との管理区分を明確にすることができ、公園管理者以外の者が包括的な管理

を行い得る一定規模の区域をいう。以下「一定規模の区域」という。）の管理を行

わせることができること。 

２．指定管理者が行うことができる管理の範囲は、地方公共団体の設置に係る都市公

園について公園管理者が行うこととして都市公園法において定められている事務

（占用許可、監督処分等）以外の事務（行為の許可、自らの収入とする利用料金の

収受、事実行為（自らの収入としない利用料金の収受、清掃、巡回等）等）である

こと。 

３．指定管理者に行わせる管理の範囲については、地方公共団体の設置に係る都市公

園について公園管理者が行うこととして都市公園法において定められている事務以

外の事務の範囲内で、都市公園条例において明確に定めること。 

  この際、行為の許可等の公権力の行使に係る事務を行わせることについては、国

民の権利義務の制限になることにかんがみ、慎重に判断を行うこと。 

４．都市公園全体又は一定規模の区域について、公園管理者以外の者に事実行為とし

て整備を行わせた場合において、当該者に対し事実行為に係る事務を行わせること

により管理を行わせることができるほか、地方自治法第２４４条の２第３項の規定

に基づく指定管理者制度により管理を行わせることもできること。例えば、ＰＦＩ

事業者に対し、同事業者が事実行為としてＰＦＩ事業により整備した公園の一定規

模の区域を指定管理者制度により管理を行わせることができること。 

５．なお、従前の通り、都市公園法第５条第１項の規定に基づき、公園管理者が、そ
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の管理に係る都市公園に設ける公園施設で自ら設置管理することが不適当又は困難

であると認められる場合については、都市公園法第５条第２項の許可をすることに

より公園管理者以外の者に設置管理させることが可能であること。この場合、公園

管理者以外の者は、地方自治法第244条の２第３項に規定する指定管理者になること

なく、都市公園法第５条第１項の規定に基づいて公園施設の設置管理を行うことが

できることから、指定管理者制度に係る条例に基づくことなく、自らの収入として

料金収受すること等ができること。 
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医政総発第1121002号 

平成１５年１１月２１日 

 

 各都道府県医政主管部（局）長 殿 

 

厚生労働省医政局総務課長 

 

 

地方自治法に基づく指定管理者制度の活用に際しての留意事項について（通知） 

 

 地方自治法の一部を改正する法律（平成１５年法律第８１号。以下「改正法」とい

う。）が、平成１５年６月６日に成立し、同月１３日に公布され、本年９月２日より

施行されることとなったところである。 

 これに伴い、改正前の地方自治法に基づく「管理委託制度」が、改正法の施行後は

「指定管理者制度」に改められ（詳細は、「地方自治法の一部を改正する法律の公布

について」（平成１５年７月１７日総行行第８７号総務省自治行政局長通知）の第２

参照）、地方公共団体が開設する病院等についても、当該地方公共団体の指定を受け

た「指定管理者」が、その管理を代行することができることとなる。 

 指定管理者制度に基づき指定管理者に病院等の管理を行わせる場合の留意事項につ

いては下記のとおりであるので、貴職におかれてはその趣旨を十分に御理解いただく

とともに、管下市町村にも周知徹底していただくようお願いしたい。 

 なお、本通知については、総務省自治行政局行政課及び同省自治財政局地域企業経

営企画室とも協議済みであるので、念のため申し添える。 

 

記 

 

１．地方自治法に基づき指定管理者に病院等の管理を行わせる場合の病院等の開設者

について 

  地方公共団体以外の主体が病院等の管理を委託する場合には、当該病院等におい

て医療を提供している者が医療法上の病院等の開設者となるものであるが、地方自

治法の指定管理者制度に基づき地方公共団体が設置する病院等の管理を指定管理者

に行わせる場合においては、当該病院等の管理運営に係る責任を、指定管理者に管

理を行わせる地方公共団体が有するという指定管理者制度の趣旨にかんがみ、指定

管理者に管理を行わせている地方公共団体を医療法上の病院等の開設者とすること。 

  指定管理者に病院等の管理を行わせる場合において、条例又は協定等により規定

すべき事項を参考までに示すと、以下のとおりである。 

 ・診療科名 

 ・病床数及び病床区分 

 ・地方公共団体が関与する仕組み（地域における医療関係者から構成される協議会

の設置議会への諮問等） 

 ・医療事故の場合の責任の所在 

 ・その他病院等の管理運営に関する重要事項 
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２．指定管理者とすることができる者の範囲について 

  改正法の施行に伴い、医療法人については指定管理者とすることが可能となった

が、医療法第７条第５項の趣旨に照らし、営利を目的とする者については指定管理

者とすることができないこと。 
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国河政第１１５号 

国河環第１３５号 

国河沼第２３２号 

平成１６年３月２６日 

 

 （指定都市各通） 

 

河 川 局 水 政 課 長 

河川局河川環境課長 

河 川 局 治 水 課 長 

 

 

指定管理者制度による河川の管理について 

 

 平成１５年９月２日に施行された「地方自治法の一部を改正する法律」(平成１５年

法律第８１号)において指定管理者制度が創設されたとごろです。各都道府県、政令指

定都市においては、指定管理者制度による河川の管理について、下記の事項に留意の

上、適切に対応されるようお願いします。 

 なお、今回の通達により、河川管理に係る指定管理者制度の適用範囲について新た

に示したところですが、この河川管理に係る指定管理者制度は、平成１６年２月２７

日に地域再生推進本部で決定された「地域再生推進のためのプログラム」の一環とし

ても活用できる旨申し添えます。 

 

記 

 

１．指定管理者制度が創設されたことにより、従来、管理委託制度により行っていた

河川管理に係る事務について、地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２４４条の

２第３項の規定に基づき、指定管理者制度を活用して指定管理者に行わせることが

可能になったこと。 

２．指定管理者が行うことができる河川の管理の範囲は、行政判断を伴う事務（災害

対応、計画策定及び工事発注等）及び行政権の行使を伴う事務（占用許可、監督処

分等）以外の事務（①河川の清掃、②河川の除草、③軽微な補修（階段、手摺り、

スロープ等河川の利用に資するものに限る。)、④ダム資料館等の管理・運営等）で

あること。 

３．指定管理者に行わせる河川の管理の範囲については、地方自治法第２４４条の２

第３項及び第４項の規定に基づき、各自治体の条例において明確に定めること。 
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国港管第１４０６号 

平成１６年３月２９日 

 

 （各都道府県（港湾担当部長）あて） 

 

国土交通省港湾局管理課長 

 

 

指定管理者制度による港湾施設の管理について 

 

 平成１５年９月２日に施行された「地方自治法の一部を改正する法律」（平成１５

年法律第８１号）において指定管理者制度が創設されたところです。各都道府県にお

いては、指定管理者制度による港湾施設（港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第２

条第５項各号に掲げる港湾施設をいう。以下同じ。）の管理について、下記の事項に

留意の上、適切に対応されるようお願いいたします。 

 なお、貴都道府県管内の市町村管理に係る地方港湾の港湾管理者には、責職よりこ

の旨周知方お願いいたします。 

 

記 

 

１．指定管理者制度が創設されたことにより、地方自治法（昭和２２年法律第６７号、

以下「法」という。）第２４４条の２第３項の規定に基づき、指定管理者に対し、

公の施設たる港湾施設の管理に係る事務を行わせることができることとされました。 

 

２．指定管理者が行うことができる業務の範囲は、公の施設たる港湾施設の管理に係

る事務で、使用料の強制徴収（法第２３１条の３）、不服申立てに対する決定（法

第２４４条の４）、行政財産の目的外使用許可（法第２３８条の４第４項）等法令

により地方公共団体の長のみが行うことができるもの以外の事務（使用許可、自ら

の収入とする利用料金の収受、事実行為（自らの収入としない利用料金の収受、清

掃、保守点検、植栽等）等）です。 

 

３．指定管理者に行わせる業務の範囲については、法第２４４条の２第３項及び第４

項の規定に基づき、各都道府県の条例において明確に定める必要があります。 

  この際、港湾施設の使用許可等の公権力の行使に係る事務を行わせることについ

ては、国民の権利義務の制限になることにかんがみ、慎重に判断を行う必要があり

ます。 
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国都下企第７１号 

平成１６年３月３０日 

 

 各都道府県下水道担当部長 殿 

 各政令指定都市下水道担当局長 殿 

 

国土交通省都市・地域整備局 

下水道部下水道企画課長 

 

 

指定管理者制度による下水道の管理について 

 

 平成１５年６月１３日に公布された地方自治法の一部を改正する法律（平成１５年

法律第８１号）において公の施設の管理に関する指定管理者制度が創設されたところ

である。 

 各都道府県、政令指定都市においては、指定管理者制度による公共下水道等の管理

について、下記事項に留意の上、適切に対応されたい。 

 なお、貴都道府県内市町村（政令指定都市を除く。）にもこの旨周知をされたい。 

 

記 

 

１ 指定管理者制度の趣旨 

  従来、地方自治法（昭和２２年法律第６７号)第２４４条の２において、普通地方

公共団体は、条例の定めるところにより、公の施設の管理を普通地方公共団体が出

資している一定の法人等に委託することができることとされていた（管理委託制度）。 

  今般、多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の

管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減

等を図ることを目的として、地方自治法第244条の２が改正され、従来の管理委託制

度に代わる新たな制度として指定管理者制度が創設され、地方公共団体が指定する

法人その他の団体（指定管理者）に公の施設の管理を行わせることができることと

なった（指定管理者制度）ものである。 

２ 下水道における指定管理者制度の適用 

（１）地方自治法の指定管理者制度と個別の公物管理法との関係 

   地方自治法の指定管理者制度と個別の公物管理法は、一般法と特別法の関係に

あるため、個別の公物について地方自治法の指定管理者制度が適用されるか否か

は、個別法の規定の解釈によるものである。 

   なお、地方自治法の解釈として、指定管理者制度は、事実行為のみにも適用可

能であるが、使用料の強制徴収、行政財産の目的外使用許可等の法令により地方

公共団体の長のみが行うことができる権限は指定管理者に行わせることはできな

いこととされている。 

（２）下水道における指定管理者制度の適用 

   （１）を踏まえ、下水道における指定管理者制度の適用については、以下のと
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おりとする。 

   下水処理場等の運転、保守点検、補修、清掃等や管渠の保守点検、補修、清掃

等あるいは使用料の徴収管理等の事実行為については、指定管理者制度を活用す

ることなく業務委託を行うことが従前どおり可能であるほか、委託する管理の内

容に応じ指定管理者制度によることも可能である。 

   一方、排水区域内の下水道の利用義務付け、悪質下水の排除規制、物件の設置

の許可、使用料等の強制徴収、監督処分等の下水道管理者が行うべき公権力の行

使に係る事務等については、指定管理者制度は適用できないので十分留意するこ

と。 

３ 下水道において指定管理者制度を適用する場合の手続 

（１）条例の制定 

   指定管理者制度を適用する場合には、条例において、指定管理者の指定の手続、

指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとさ

れている（地方自治法第２４４条の２第４項）ので、下水道において指定管理者

制度を適用する場合には、具体的に以下の事項を定めることが適当である。 

  ① 指定の手続 

    申請の方法、選定基準等について定めることとなるので、申請の方法として

業務実施計画書を提出させること等を定めるとともに、選定基準として、以下

の事項等を定めること。 

    ・施設の維持管理を効率的に行うことができる専門的知識及び技術的な能力

に加え、維持管理を安定的に継続して行う財産的基盤を有していること。 

    ・指定管理者に管理を行わせることにより、施設の効用を最大限に発揮する

ことが可能になるとともに施設の維持管理経費の縮減が図られること。な

ど 

  ② 管理の基準 

    下水道として適切な維持管理を確保する上で必要となる事項として、放流水

の水質や汚泥の含水率、施設の機能確保等について、管理を行わせようとする

下水道施設などの実情を踏まえて定めること。 

  ③ 業務の範囲 

    ２（２）を踏まえた上で、各施設の目的や態様等に応じて指定管理者が行う

業務の具体的な範囲を定めること。 

    この場合、清掃、警備等の個々の具体的な業務の一部を指定管理者から第三

者へ委託することは差し支えないが、管理に係る業務を一括して第三者へ委託

することはできないものであることを担保すること。 

（２）指定管理者の指定 

  ① 指定管理者の指定にあたっては、指定管理者に管理を行わせようとする施設

の名称、指定管理者となる団体の名称、指定の期間等について議会の議決を経

ることとされている（地方自治法第244条の２第６項）。 

  ② 指定管理者の指定に際しては、施設の諸元、流入水の水質等の当該施設の特

性のほか、下水道の維持管理に関する専門的な知識及び技術的な能力、財産的

基盤等の応募条件を記載した募集要項等を事前に公表するなど広く民間事業者

が参加できるように配慮すること。 
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  ③ 条例制定、選定等の手続き、議会の議決、協定の締結、事務引継等の期間を

考慮して計画的に事務手続を進め、指定管理者が業務を円滑に開始できるよう

に必要な措置を講ずること。 

  ④ 指定管理者に支出する委託費の額等条例で定める項目以外の細目的事項につ

いては、地方公共団体と指定管理者との間の協定等の中で明らかにしておくこ

と。 

（３）指定管理者に対する監督等 

   地方公共団体は、指定管理者からの事業報告書の提出（地方自治法第２４４条

の２第７項）、指定管理者に対する当該管理の業務又は経理の状況に関する報告、

実地調査又は必要な指示ができるほか、地方公共団体は、指定管理者が上記指示

に従わない場合等においては、指定の取消し又は業務の停止命令を行うことがで

きる（地方自治法第２４４条の２第１０項及び第１１項）ので、適宜必要な措置

を講ずること。 

４ 下水道管理者として適切な管理を確保するための留意事項 

  ① 下水道管理者として、指定管理者への指示、監督等の施設の適切な管理を確

保するための必要な措置が行えるよう十分な体制が整備できていること。特に、

異常時、緊急時において下水道管理者として行うべき権限、事務を適切に行使

するとともに、指定管理者への指示などを的確に行うための必要な体制が整備

できていること。 

  ② 従来の管理委託制度、民間業者への業務委託と同様に、指定管理者に管理を

行わせる場合においても、下水道管理者には下水道法第３条に基づく下水道管

理者として本来行うべき権限、事務を適切に行使する責任が存することはもち

ろん、国家賠償法における公の営造物の設置管理瑕疵に基づく損害賠償責任等

の対外的な法的責任を負うこと。 

  ③ 指定管理者制度による下水処理場等の維持管理の委託を包括的民間委託で実

施する場合においては、別途通知する「下水処理場等の維持管理における包括

的民間委託の推進について」（平成１６年３月３０日 国都下管第１０号 下水

道管理指導室長通知を参考にすること。 

５ その他 

（１）経過措置 

   管理委託制度を適用している施設について、同制度に替えて引続き指定管理者

制度を適用する場合には、平成１５年９月２日（改正地方自治法の施行日）から

起算して３年以内に、当該施設の管理に関する条例を改正し、指定管理者制度を

適用するための本通知に基づく手続きを行う必要があること。 

（２）その他 

   平成１６年２月２７日付け地域再生本部決定の『「地域再生推進のためのプロ

グラム」３（１）地域主導による資源の有効活用 ③アウトソーシングの促進』に

おいて「地方公共団体の行政サービスについて、潜在的ニーズを民間の創意工夫

で顕在化させ、新たなビジネス、雇用の機会を創出する観点」から本制度を活用

できることとされているので参考にされたい。 
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国 道 政 第 ９ ２ 号 

国道国防第４３３号 

国 道 地 調 第 ９ 号 

平成１６年３月３１日 

 

 （指定都市各通） 

 

道 路 局 路 政 課 長 

道路局国道・防災課長 

道路局地方道・環境課長 

 

 

指定管理者制度による道路の管理について 

 

 平成１５年９月２日に施行された「地方自治法の一部を改正する法律」（平成１５

年法律第８１号）において指定管理者制度が創設されたところですが、各都道府県、

政令指定都市におかれましては、指定管理者制度による道路の管理について、下記の

事項に留意の上、適切に対応されるようお願いします。 

 なお、今回の通知により、道路管理に係る指定管理者制度の適用範囲について新た

にお示ししたところですが、この制度は、地域再生プログラムの一環としても活用で

きる旨申し添えます。 

 

記 

 

１．指定管理者制度が創設されたことにより、道路管理に係る事務について、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号)第２４４条の２第３項の規定に基づき、指定管理者

に行わせることができること。 

 

２．指定管理者が行うことができる道路の管理の範囲は、行政判断を伴う事務（災害

対応、計画策定及び工事発注等）及び行政権の行使を伴う事務（占用許可、監督処

分等）以外の事務（清掃、除草、単なる料金の徴収業務で定型的な行為に該当する

もの等）であって、地方自治法第２４４条の２第３項及び第４項の規定に基づき各

自治体の条例において明確に範囲を定められたものであること。 

  なお、これらを指定管理者に包括的に委託することは可能です。 
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国住総第１９３号 

平成１６年３月３１日 

 

 各都道府県知事 殿 

 

国土交通省住宅局長 

 

 

公営住宅の管理と指定管理者制度について（通知） 

 

 地方自治法の一部を改正する法律(平成１５年法律第８１号)は、平成１５年６月１

３日に公布、同年９月２日から施行されており、これにより、公の施設の管理に関す

る制度が見直され、従来の管理委託制度（改正前の地方自治法第２４４条の２第３項

の規定に基づく管理を委託するものをいう。以下同じ。）に代わり「指定管理者制度」

が創設されたところである。 

 公営住宅（公営住宅法（昭和２６年法律第１９３号)第２条第２号に規定する公営住

宅をいう。以下同じ。）は公の施設に該当するものであり、公営住宅の管理について

も、管理委託制度により管理を委託することが可能であることから、公営住宅の管理

と指定管理者制度との関係について、下記のとおり通知するので参考にされたい。 

 また、貴管内の事業主体（公営住宅法第２条第16号に規定する事業主体をいう。以

下同じ。）に対しても、この旨周知されるようにお願いする。 

 

記 

 

１ 指定管理者制度の適用 

  公営住宅の管理については、公営住宅法上事業主体が行うこととされている管理

に関する事務のうち、入居者の募集や収入審査など及び修繕、清掃等の事実行為に

ついて管理委託制度により地方公共団体が出資している法人等に委託している実態

が多いところである。 

  指定管理者制度は、管理委託制度では受託者となれなかった民間事業者を含む法

人その他の団体についても、議会の議決を経て地方公共団体の指定を受けた場合に

は、公の施設の管理を行うことができるものである。 

  公営住宅の管理の委任については、下記３の入居者のプライバシー保護に十分配

慮したうえ、指定管理者制度に基づき行うことができることとなっている。なお、

指定管理者制度については平成18年９月が移行のための猶予期限となっているとこ

ろである。 

２ 委任の範囲 

  公営住宅の管理については、住宅困窮度に応じた優先入居の実施や、地域の実情

や居住者の状況に応じた適切な家賃設定など、公平な住宅政策の観点からの行政主

体としての判断が必要である。このため、公営住宅の入居者の決定その他の公営住

宅法上事業主体が行うこととされている事務を指定管理者に委任して行わせること

は適当ではない。したがって、公営住宅の管理について指定管理者が行うことがで
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きる事務の範囲は、従前の管理委託制度により受託者が行うことのできるものと同

じものである。 

  なお、地方公共団体が適当と認めるときは、公の施設の利用料金を指定管理者の

収入として収受（指定管理者自らの収入として受入れることをいう。）させること

ができることとなっている。公営住宅の場合、その利用料金である家賃及び敷金等

の決定や減免等は公営住宅制度の目的と密接不可分であることから、従来の管理委

託制度のもとにおいても家賃等は事業主体自らの収入として収受していたところで

ある。したがって、指定管理者制度に移行した後も指定管理者の収入として収受さ

せることは適切ではない。ただし、家賃の徴収等の事務のみを委任することや駐車

場等共同施設の使用料を収受させることについては差し支えないものである。 

３ 入居者のプライバシー保護について 

  公営住宅の管理に当たっては、入居者の収入や家族構成等重要な個人情報を取扱

うことから、入居者のプライバシー保護について十分に措置することが不可欠であ

る。 

  入居者のプライバシー保護については、個人情報保護条例、指定管理者の管理の

基準に関する条例または公営住宅の管理に関する条例において指定管理者に対して

入居者のプライバシー保護を義務付けるとともに事業主体と指定管理者との聞で締

結する契約に個人情報の保護に関して必要な事項を盛り込むことを規定する必要が

ある。この場合においては、個人情報保護条例に罰則を設けることを積極的に検討

することが望ましい。また、個人情報保護条例が制定されていない場合又は個人情

報保護条例に罰則を設けない場合には、指定管理者の管理の基準に関する条例また

は公営住宅の管理に関する条例を定める際に違反に対する罰則規定を設けることが

必要である。 

  さらに、指定管理者制度により公営住宅の管理を行う場合の具体的なプライバシ

ー保護対策として少なくとも次のような措置を講ずるべきである。 

 ① 電算システムで個人情報を取扱う場合は、事業主体のホストコンピューターと

指定管理者の端末は専用回線とするなど外部からのアクセスが不可能となるよう

なセキュリティ対策を行うこと。 

 ② 電算システムで個人情報を取扱う者は、電算システムの管理者からユーザーＩ

Ｄ、パスワードの指定を受けた者とするとともにその人数も極力限定すること。 

 ③ 指定管理者は、個人情報を取扱う者に対して、第三者から個人情報を求められ

た場合の対応について研修等を行うことにより、入居者のプライバシー保護の重

要性を認識させ、第三者への対応が的確に行えるように努めること。 

 ④ 電算システムにデータ入力すること等個人情報を取扱う業務を指定管理者がさ

らに第三者へ委託するような場合には、氏名、住所等の情報の取扱いについては、

あらかじめ個人を特定できないように処理するなど特段の配慮をすること。 

４ その他 

  なお、平成１６年２月２７日付け地域再生本部決定の『「地域再生推進のための

プログラム」３（１）地域主導による資源の有効利用 ③アウトソーシングの促進』

において、本制度を活用できることとされているので参考にされたい。 
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事 務 連 絡 

平成１６年４月２２日 

 

 各都道府県担当部局 

 （公の施設担当課・ 

 市町村担当課扱い） 
 御中 

 各指定都市担当部局 

 

総務省自治行政局行政課 

 

   市町村の合併に際しての公の施設の指定管理者制度に係る経過措置の 

   解釈について(通知) 

 

 市町村の合併に際しての公の施設の指定管理者制度に係る経過措置については、下

記のとおり解釈していただくようお願いいたします。 

 また、市町村担当課におかれましては、貴都道府県内市町村に対してもこの旨周知

されますようお願いいたします。 

 

記 

 

 （問） 

 合併により合併前の市町村における管理委託条例が失効した場合であっても、地方

自治法の一部を改正する法律(平成１５年法律第８１号)の施行の日（平成１５年９月

２日）から起算して３年を経過する日までの間であれば、同法附則第２条に規定する

経過措置の対象となる公の施設については、同法による改正前の地方自治法第２４４

条の２第３項の規定がなおその効力を有していることから、合併後の市町村において

も、従前の管理委託制度に則った条例を定め、従来どおり管理委託契約を締結するこ

とができる、と解釈してよろしいか。 

 

 （答） 

 お見込みのとおり。 
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健総発第0521001号 

平成１６年５月２１日 

 

   都道府県 

 各 政 令 市衛生主管部（局）長 殿 

   特 別 区 

 

厚生労働省健康局総務課長 

 

 

地方自治法に基づく指定管理者制度の活用について（通知） 

 

 地方自治法の一部を改正する法律（平成１５年法律第８１号。以下「改正法」とい

う。）が、平成１５年６月６日に成立し、同月１３日に公布され、同年９月２日より

施行されたところであり、改正法において創設された指定管理者制度の趣旨及び内容

については、別添１（改正後の地方自治法）及び別添２「地方自治法の一部を改正す

る法律の公布について」(平成１５年７月１７日総行行第８７号総務省自治行政局長通

知)のとおりである。 

 また、平成１６年２月２７日に開催された地域再生本部において、「地域再生推進

のためのプログラム」が決定され、その中で、公共施設において積極的に指定管理者

制度を活用することとされたところである（別添３参照）。 

 健康局所管の施設のうち、本制度の対象としては、地域保健法（昭和２２年法律第

１０１号）第１８条に定める市町村保健センター、水道法（昭和３２年法律第１７７

号）第３条第８項に定める水道施設、「農山村保健対策の推進について」（昭和５９

年１月１４日衛発第２３号公衆衛生局長通知）に基づく農村健診センター、「健康科

学センターの整備について」(平成７年８月８日健医発第１０１１号保健医療局長通

知)に基づく健康科学センター及び「難病特別対策事業について」(平成１０年４月９

日健医発第６３５号保健医療局長通知)に基づく難病相談・支援センターが挙げられる

ので、御了知の上、管内市区町村及び関係者に周知するようお願いする。 

 なお、保健所については、地方自治法第２４４条第１項に規定する「公の施設」に

該当しないため、本制度の対象とならないので、ご留意願いたい。 

 追って、本通知については、総務省自治行政局行政課及び同省自治財政局公営企業

課とも協議済みであるので、念のため申し添える。 
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ＰＦＩと指定管理者制度について 

 

○ＰＦＩと指定管理者それぞれで必要な議決項目 

 

 

 

 

 

                   ※③・④は同一の条例によることも可能 

○基本的考え方 

  ＰＦＩ法上の契約と指定管理者制度とは、基本的には別個の制度であり、一方の手続きが「自動的」

に他方の手続きを兼ねるということはできない。 

  しかし、指定管理者は、公の施設の設置及びその管理に関する事項を定めた条例が制定された後に、

当該条例において定められた手続きに則って選定されるものであり、指定管理者を選定する手続きに

ついては、全て条例に委ねられていることから、議会や住民に説明がつくのであれば、公募等の方法

によって指定管理者を選定することは必ずしも必要とされず、ＰＦＩ事業者が指定管理者として選定

することができるよう条例で規定することも可能である。 
  また、公の施設の設置及びその管理に関する事項を定める条例は、その対象となる公の施設の目的

や施設の状況が明らかになれば定めることができるものであり、ＰＦＩ契約に係る議決を行う議会と

同じ議会において設置管理に関する条例を定めることも排除されない。（当該条例に規定する指定管

理者を選定する手続きの方法によるが、同じ議会において指定管理者の指定の議決を行うことも可

能。） 

 

○考え得る議決のスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

○具体例 

事業名 
ＰＦＩ事業 

運営期間 

指定管理者 

指定期間 
備考 

鯖江市地域交流センター・特定公共賃貸住宅整備等PFI事業 ２０年 ２０年 議決済 

愛知県森林公園ゴルフ場施設整備等事業 ２０年 ２０年 年度内に議決予定 

長野市温湯地区温泉利用施設整備・運営ＰＦＩ事業 １５年 １５年 年度内に議決予定 

（仮称）浜松市新清掃工場・新水泳場整備運営事業 １５年 １５年 17年度当初議決予定 

 

・債務負担行為の設定 … ① 

・ＰＦＩ事業契約の締結 … ② 

・公の施設の設置管理条例の制定 … ③ 
・指定管理者設置条例の制定 … ④ 
・指 定 管 理 者 の 指 定 … ⑤ 

ＰＦＩ 指定管理者制度 

公募 ① 
議決 

事業者 
選定 

仮契約 

③・④議決 
※⑤の議決までの議決が必要 

②・⑤ 
議決 
※同じ
議会で
の議決
が可能 

供
用
開
始 



58 

総 行 整 第 １ １ 号 

平成１７年３月２９日 

 

 各都道府県知事 
 殿 

 各政令指定都市長 

 

総務事務次官 

 

 

地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針の策定について 

 

 分権型社会システムへの転換が求められる今日、地方公共団体においては、人口減

少時代の到来、住民ニーズの高度化・多様化など社会経済情勢の変化に一層適切に対

応することが求められております。 

 また、我が国の行財政を取り巻く環境は依然として極めて厳しく、政府においては、

国・地方を通じる行財政改革の推進に強力に取り組んでいるところであります。 

地方公共団体においては、これまでも積極的に行政改革の推進に努めてこられたとこ

ろでありますが、その進捗状況については国民の厳しい視線も向けられているところ

であり、これらの状況を改めて認識の上、更なる改革を進めていくことが必要であり

ます。 

 このため、今般、平成１６年１２月２４日に閣議決定された「今後の行政改革の方

針」を踏まえ、総務省において別添のとおり「地方公共団体における行政改革の推進

のための新たな指針」を策定いたしました。 

 各地方公共団体におかれましては、この指針を参考として、より一層積極的な行政

改革の推進に努められますよう、命により通知いたします。 

なお、都道府県におかれましては、各都道府県内の市区町村に対しても本通知につい

て周知されますようお願いいたします。 
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地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針 

 

平成17年3月29日 

総 務 省 

 

 少子高齢化による人口減少時代を目前に控え、国地方を通じた厳しい財政状況の中

で、今後の我が国は、地方公共団体が中心となって住民の負担と選択に基づき各々の

地域にふさわしい公共サービスを提供する分権型社会システムに転換していく必要が

ある。 

 現在、市町村合併が推進され、その規模・能力は急速に拡大しつつあり、これに伴

い広域自治体のあり方の見直しが求められるなど、地方公共団体の果たすべき役割が

改めて問われている。また、ＮＰＯ活動等の活発化など公共的サービスの提供は住民

自らが担うという認識も広がりつつある。これまで行政が主として提供してきた公共

サービスについても、今後は、地域において住民団体をはじめＮＰＯや企業等の多様

な主体が提供する多元的な仕組みを整えていく必要がある。これからの地方公共団体

は、地域のさまざまな力を結集し、「新しい公共空間」を形成するための戦略本部と

なり、行政自らが担う役割を重点化していくことが求められている。 

 このような状況の中で、地方公共団体においては新しい視点に立って不断に行政改

革に取り組み、その体制を刷新していくことが必要である。 

 これまでも、地方公共団体においては「地方自治・新時代に対応した地方公共団体

の行政改革推進のための指針」（平成９年１１月１４日付け自治事務次官通知）等に

基づき積極的に行政改革に取り組み、地方公務員の総数は平成７年以降純減し（１０

年間の累積で１９８，８９５人の純減）、国家公務員と比較した給与水準（ラスパイ

レス指数）も１００を切ったところである（平成１６年４月１日現在で全国平均９７．

９）。また、行政評価の取組、情報公開条例等や個人情報保護条例等の制定、事務・

事業の民間委託等も着実に進展してきており、給与・旅費等に関する事務の集中化・

アウトソーシングといった新たな取組や指定管理者制度の活用も見られるようになっ

ている。 

 しかしながら、厳しい財政や地域経済の状況等を背景に、地方公共団体の行政改革

の進捗状況に対する国民の視線は厳しい。特に、給与制度やその運用などについては、

なお一部に不適正な事例も見受けられ、各方面の批判が向けられている。不適正な事

例を漫然と放置していては、国民の地方分権に関する共感と理解は到底得られず、も

とより早急に是正される必要がある。国・地方を問わず行政に携わる者は、国民の貴

い負担により給与を得ているということを改めて肝に銘じる必要がある。 

 このような状況を踏まえると、各地方公共団体が今後行政改革を推進するに当たっ

ては住民と協働し、首長のリーダーシップの下に、危機意識と改革意欲を首長と職員

が共有して、取り組んでいくことが求められている。 

 また、議会においても、改革推進のためにその機能を十分に発揮することが重要で

ある。 

 このため、平成１６年１２月２４日に閣議決定された「今後の行政改革の方針」を

受け、以下に取組のための新たな指針を示し、これを参考として、各地方公共団体に

おいて、より積極的な行政改革の推進に努めるよう地方自治法第２５２条の１７の５
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に基づき助言するものである。 

 

（略） 

 

第２ 行政改革推進上の主要事項について 

 １ 地方公共団体における行政の担うべき役割の重点化 

 

（略） 

 

 （２）指定管理者制度の活用 

   ① 現在直営で管理しているものを含め、すべての公の施設について、管理の

あり方についての検証を行い、検証結果を公表すること。 

   ② 特に、平成１５年９月の指定管理者制度の創設に係る地方自治法の改正前

の管理委託制度により出資法人、公共団体又は公共的団体へ管理委託してい

る公の施設については、平成１８年９月の指定管理者制度への移行期限まで

に、当該出資法人等を指定管理者に指定するか、新たに民間事業者等を指定

管理者に指定するか、当該施設を廃止するか等、管理のあり方についての検

証を行うこと。 

   ③ 管理のあり方の検証に際しては、各施設ごとに、行政としての関与の必要

性、存続すべきか廃止すべきか、存続する場合には管理主体をどうするかな

どについて、民間事業者等を指定管理者とする場合との比較等も含め、その

理由を明らかにした上で、住民等に対する説明責任を十分に果たすこと。 

   ④ 公の施設の管理状況については、管理の主体や、管理主体が指定管理者と

なっていない場合にはその理由等の具体的な状況を公表すること。 

 

（略） 
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総 税 市 第 ５ ９ 号 

平成１７年１１月１４日 

 

 各道府県総務部長 

 東京都総務・主税局長 殿 

 

総務省自治税務局市町村税課長 

（公印省略）     

 

 

指定管理者制度の導入に伴う事業所税の取扱いについて 

 

 公の施設の管理については、平成１５年６月の地方自治法の一部改正により指定管

理者制度が新たに導入され、平成18年９月までの間に全ての公の施設について、各地

方公共団体は自らが直接管理を行うか、指定管理者制度に移行するかを決定すること

とされています。 

 これに伴い、指定管理者制度が導入された公の施設における事業所税の事業主体の

判定については、下記のとおり取り扱うことが適当と考えますので、管内関係市に対

しこの旨周知願います。 

 

記 

 

１ これまで委託事業については、様々な委託形態が存在するため、一般的に事業主

体（納税義務者）の判定にあたり、施設の利用、施設の管理及び収益の帰属等を総

合的に勘案することとされてきたところであるが、指定管理者制度においては、施

設の利用及び施設の管理については指定管理者が行うため、実質的な判定は、収益

の帰属（地方自治法第244条の２第８項に基づく利用料金制の導入の有無）によるこ

ととなる。 

２ 利用料金制が導入されている指定管理者は、地方公共団体による利用料金の承認

が必要になる等の一定の制約を受けるものではあるが、条例に基づいて経営の根幹

である利用料金の決定を第一義的に行うことができ、また、利用料金を自らの収入

として帰属させることができるため、この場合の指定管理者は、公の施設の管理事

業における実質的な事業主体と判断しうる。 

３ ただし、利用料金制が導入されている指定管理者であっても、地方公共団体から

指定管理料等の交付を受けている場合については、主として利用料金で収受するこ

とが見込まれる収入により、公の施設の管理事業を行うと認められるような場合に

限り、当該指定管理者が事業主体となるものである。 

４ なお、地方公共団体と指定管理者との間で、公の施設における管理事業の結果生

じた全ての利益を地方公共団体へ返還し、かつ、生じた損失の全てを地方公共団体

が補てんするような取決めがあり、実質的に指定管理者に事業の主体性が認められ

ないような場合には、事業主体は地方公共団体となるものである。 
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総 行 行 第 １ ５ 号 

平成１９年１月３１日 

 

 

 各都道府県知事 殿 

 

総務省自治行政局長 

 

 

指定管理者制度の運用について（通知） 

 

 地方自治法第２４４条に規定する公の施設の運用については、地方自治法の一部を

改正する法律（平成１５年法律第８１号）により、指定管理者制度が導入されたとこ

ろですが、平成１９年９月１日をもって平成１５年改正法附則第２条に規定する経過

措置期間が終了し、地方公共団体は、公の施設について自ら直接管理を行うか、指定

管理者による管理を行うのかのいずれかによることになったところです。また、指定

管理者の導入状況については、別添のとおり「公の施設の指定管理者制度の導入状況

に関する調査結果」として公表しました。 

 公の施設の管理及び指定管理者制度の運用にあったては、引き続き、下記の点に留

意の上、運用されるようお願いします。 

 なお、貴都道府県内の市町村に対しても、本通知について周知方よろしくお願いい

たします。 

 

記 

 
１ 公の施設の管理については、既に指定管理者制度を導入している施設を含め、引

き続き、そのあり方について検証及び見直しを行い、より効果的、効率的な運営に

努めること。 

 

２ 指定管理者の選定手続については、透明性の高い手続きが求めていることから、

指定管理者の指定の申請に当たっては、複数の申請者に事業計画書を提出させるこ

ととし、選定する際の基準、手続等について適時に必要な情報開示を行うこと等に

努めること。 
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総 財 財 第 ３ ３ 号 
平成２０年６月６日 

 
 各都道府県知事殿 
 
 

総務事務次官 
 

平成２０年度地方財政の運営について 
 
 平成２０年度の地方財政については、政府としては、地方財政の重要性にかんがみ、

その運営に支障が生じることのないよう所要の対策を講じることとし、「平成２０年度

地方財政計画」（平成２０年１月２５日閣議決定、別紙１及び別紙２）及び「平成２０

年度地方債計画」（平成２０年総務省告示第２６６号及び第２９４号、別紙３）を策定

し、また、第１６９回国会において４月３０日に「地方税法等の一部を改正する法律」

（平成２０年法律第２１号）、「地方交付税法等の一部を改正する法律」（平成２０年法

律第２２号）及び「地方法人特別税等に関する暫定措置法」（平成２０年法律第２５号）

が成立したところです。うち前二法については、同日に公布、施行され、「地方税法、

同法施行令、同法施行規則の改正等について」（平成２０年４月３０日付け総務事務次

官通知）及び「地方交付税法等の一部を改正する法律の施行について」（平成２０年４

月３０日付け総務事務次官通知）により通知したところです。なお、「地方法人特別税

等に関する暫定措置法」は、平成２０年１０月１日から施行されます。 

 平成２０年度の地方財政は、地方税収入や地方交付税の原資となる国税収入の伸び

が鈍化する中で、社会保障関係経費の自然増や公債費が高い水準で推移すること等に

より、平成８年度以降１３年連続して、「地方交付税法」（昭和２５年法律第２１１号）

第６条の３第２項の規定に該当する財源不足が生じるという深刻な事態に直面しまし

た。 

 また、地方財政は、バブル経済崩壊後の数次の景気対策による公共事業の追加や、

減税の実施等により、借入金残高が累積しており、平成20年度末においては、地方債

（普通会計債）残高が１３７兆円、これに交付税及び譲与税配付金特別会計（以下「交

付税特別会計」という。）の借入金残高並びに普通会計でその償還財源を負担すること

となる公営企業債残高を加えると、借入金の総額は１９７兆円に達する見込みとなっ

ています。今後、その元利償還が財政を圧迫する要因となることなどから、地方財政

は、構造的にみて、極めて厳しい状況にあります。 

 さらに、高齢化が本格化する中にあって、我が国の経済活力を維持し、社会保障制

度や少子化対策を充実していくためには、持続的な経済成長を図るとともに、財政健

全化に向けた歳出歳入一体改革に取り組んでいくことが求められています。 

 このような状況の下で、地方公共団体が、国民の要請に応えてその役割を適切に果

たしていくためには、徹底した行財政改革に取り組み、財政体質の健全化に努めつつ、

地方分権を推進し、地方公共団体の創造性・自律性を高め、活力ある地方を創るため

の施策の展開が可能となるよう地方税財源の充実確保を図っていく必要があります。 

 平成20年度の地方財政運営に当たっては、このような地方財政の現状を踏まえ、税
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収入の確保、受益者負担の適正化等財源の確保に努める一方、各種施策の優先順位に

ついての厳しい選択を行い、限られた財源の重点的配分と経費支出の効率化に徹する

こととして、下記事項に十分留意の上、経済の動向に即応した機動的・弾力的な運営

にも配意し、節度ある財政運営を行うようお願いします。 

 また、貴都道府県内の市町村に対しても速やかにその趣旨を御連絡いただくようお

願いします。 

 なお、本通知は「地方自治法」（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４（技術的

な助言）に基づくものです。 

 

記 

 
第一 財政運営の基本的事項 
 

（略） 
 
 ４ 地方分権改革、市町村合併及び行政改革の推進等 
 

（略） 
 
 （8） 指定管理者制度の運用 

    平成１５年度に導入された指定管理者制度は、導入後５年を経過し新たな指

定管理者の選定に入ろうとしている団体が多いと見込まれるところであり、運

用に当たっては以下の事項に留意し、その在り方について検証及び見直しを行

われたい。 
 
   ア 指定管理者の選定の際の基準設定に当たっては、公共サービスの水準の確

保という観点が重要であること。 
 
   イ 指定管理者の適切な評価を行うに当たっては、当該施設の態様に応じ、公

共サービスについて専門的知見を有する外部有識者等の視点を導入すること

が重要であること。 
 
   ウ 指定管理者との協定等には、施設の種別に応じた必要な体制に関する事項、

リスク分担に関する事項、損害賠償責任保険等の加入に関する事項等の具体

的事項をあらかじめ盛り込むことが望ましいこと。また、委託料については、

適切な積算に基づくものであること。 
 

（略） 
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指定管理者制度の運用上の留意事項 

総務省自治行政局行政課（平成２０年６月６日） 

 

 

□指定管理者の選定過程に関する留意事項 

・指定管理者を選定する際の基準設定に当たって、事業計画書に沿った管理を安定し 

て行うことが可能な人的能力・物的能力を具体的に反映させているか。 

・複数の申請者に事業計画書を提出させることなく、特定の事業者を指定する際に 

は、当該事業者の選定理由について十分に説明責任を果たしているか。 

・選定委員会のあり方（選定の基準等）について説明責任を果たしているか。 

・選定委員には施設の行政サービス等に応じた専門家等が確保されているか。 

・情報公開等を十分行い、住民から見て透明性が確保されているか。 

 

□指定管理者に対する評価に関する留意事項 

・評価項目・配点等について客観性・透明性が確保されているか。 

・モニタリングの数値、方法等について客観性・透明性が確保されているか。 

・モニタリングに当たり、当該行政サービス等に応じた専門家等の意見を聴取してい 

るか。 

・評価する施設の態様に応じた適切な評価を実施しているか。 

・評価結果についての必要な情報公開がされているか。 

 

□指定管理者との協定等に関する留意事項 

・施設の種別に応じた必要な体制に関する事項を定めているか。 

・損害賠償責任の履行の確保に関する事項を定めているか。 

・指定管理者変更に伴う事業の引継ぎに関する事項が定められているか。 

・修繕費等の支出について、指定管理者と適切な役割分担の定めがあるか。 

・自主事業と委託事業について明確な区分が定められているか。 

 

□委託料等の支出に関する留意事項 

・指定管理者に利益が出た場合の利益配分のあり方等を公募の際の条件として可能な 

範囲で明示しているか。 

・地方公共団体側の事情で予算（委託料等）が削減された場合を想定して、指定管理  

者側と協議の場を設ける等適切な定めが協定等にあるか。 

・委託料の支出にあたり選定の基準等に応じた適切な積算がなされているか。 

・利用料金の設定に当たっては、住民に対するサービス提供のあり方を勘案し適正な   

料金設定となるよう留意しているか。 
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事 務 連 絡 
平成２１年１０月２３日 

 
 各都道府県行政改革担当課 
 各都道府県市町村担当課 
 東京都区政課 
 各政令指定都市行政改革担当課 

 

御中 

 
総務省自治行政局行政課 

 
 

指定管理者制度の運用について 
 
 平成２１年４月１日現在の指定管理者制度の導入状況等については、「公の施設の指

定管理者制度の導入状況等に関する調査結果」として公表したところですが、公の施

設の管理及び指定管理者制度の運用にあたっては、安全かつ良質な公共サービスが、

確実、効率的かつ適正に実施されるように十分に検証を行い、適切な運用に努めるよ

うお願いします。 
 なお、指定管理者制度の運用について、参考となるべき事項をまとめましたので、

事務の参考として情報提供します。 
 

記 
 
１ 今回の調査においては、指定管理者の指定の取消し等の状況についても公表して

います。指定管理者の指定を取り消した事例６７２件のうち、指定管理者の経営困

難等の運用上の理由による取消しが３４８件、民間譲渡等の施設の見直しによる取

消しが１７３件などどなっていますので、指定管理者制度の運用に際して参考とし

てください。 
２ 指定期間が複数年度にわたり、かつ、地方公共団体から指定管理者に対して委託

料を支出することが確実に見込まれる場合には、債務負担行為を設定することが必

要です。一部民間調査等において、複数年度の指定の際に債務負担行為を設定して

いない事例の報告が見受けられるため、当省としても、今後、実態を調査すること

を検討しています。 
３ 指定管理者実務研究会（主催：（財）地域総合整備財団（ふるさと財団））では、

平成１７年度より自治体の取組事例を題材とした有識者による議論の成果について

報告書を作成しており、具体的には「指定管理者制度導入施設の評価」、「指定管理

者制度における適切なインセンティブのあり方」、「再指定に向けた課題と教訓」、「指

定管理者制度における協定のあり方」等についての研究成果の情報提供が行われて

いますので、参照してください。 
  参考：指定管理者実務研究会報告書 
     http://www.pficenter.jp/guide/guide_sitei.html 

http://www.pficenter.jp/guide/guide_sitei.html
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総 行 経 第 ３ ８ 号 

平成２２年１２月２８日 

 

 各都道府県知事 

 殿 
 各指定都市市長 

 各都道府県議会議長 

 各指定都市議会議長 

 

総務省自治行政局長 

 

指定管理者制度の運用について 

 

 指定管理者制度は、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施

設である公の施設について、民間事業者等が有するノウハウを活用することにより、

住民サービスの質の向上を図っていくことで、施設の設置の目的を効果的に達成する

ため、平成１５年９月に設けられたところです。 

 本制度は、その導入以降、公の施設の管理において、多様化する住民ニーズへの効

果的、効率的な対応に寄与してきたところですが、地方公共団体において様々な取組

がなされる中で、留意すべき点も明らかになってきたことから、これまでの通知に加

え、下記の点に留意の上、改めて制度の適切な運用に努められるよう、地方自治法第

２５２条の１７の５に基づき助言します。 

 なお、貴都道府県内の市区町村に対しても、本通知について周知方よろしくお願い

いたします。 

 

記 

 

１ 指定管理者制度については、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要

があると認めるときに活用できる制度であり、個々の施設に対し、指定管理者制度

を導入するかしないかを含め、幅広く地方公共団体の自主性に委ねる制度となって

いること。 

 

２ 指定管理者制度は、公共サービスの水準の確保という要請を果たす最も適切なサ

ービスの提供者を、議会の議決を経て指定するものであり、単なる価格競争による

入札とは異なるものであること。 

 

３ 指定管理者による管理が適切に行われているかどうかを定期的に見直す機会を設

けるため、指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとすることとされている。

この期間については、法令上具体の定めはないものであり、公の施設の適切かつ安

定的な運営の要請も勘案し、各地方公共団体において、施設の設置目的や実情等を

踏まえて指定期間を定めること。 
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４ 指定管理者の指定の申請にあたっては、住民サービスを効果的、効率的に提供す

るため、サービスの提供者を民間事業者等から幅広く求めることに意義があり、複

数の申請者に事業計画書を提出させることが望ましい。一方で、利用者や住民から

の評価等を踏まえ同一事業者を再び指定している例もあり、各地方公共団体におい

て施設の態様等に応じて適切に選定を行うこと。 

 

５ 指定管理者制度を活用した場合でも、住民の安全確保に十分に配慮するとともに、

指定管理者との協定等には、施設の種別に応じた必要な体制に関する事項、リスク

分担に関する事項、損害賠償責任保険等の加入に関する事項等の具体的事項をあら

かじめ盛り込むことが望ましいこと。 

 

６ 指定管理者が労働法令を遵守することは当然であり、指定管理者の選定にあたっ

ても、指定管理者において労働法令の遵守や雇用・労働条件への適切な配慮がなさ

れるよう、留意すること。 

 

７ 指定管理者の選定の際に情報管理体制のチェックを行うこと等により、個人情報

が適切に保護されるよう配慮すること。 

 

８ 指定期間が複数年度にわたり、かつ、地方公共団体から指定管理者に対して委託

料を支出することが確実に見込まれる場合には、債務負担行為を設定すること。 
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片山総務大臣閣議後記者会見の概要（抜粋） 

 

平成２３年１月５日 

 

冒頭発言 

 おはようございます。あけましておめでとうございます。 

 今日、官邸で初閣議がありました。菅総理大臣から、今年も年頭からいろいろ困難

な課題があろうけれども、内閣一体として最善の努力を重ねて国民の皆さんのために

良い政治を行っていこうと。差し当たっては、通常国会で予算案とか、それから法案

の提出がありますので、それらが与野党の理解と協力を得て円滑に成立するようにみ

んなで頑張りましょうと、こういうお話がありました。ということです。 

 

質疑応答（指定管理者制度） 

問：テレビ朝日の山根と申します。年末に指定管理者制度について、各都道府県・市

町村の首長さんたちに、こういうふうな扱い方をしなさいということで通知を出さ

れましたけれども、よく言われていますように、指定管理者制度においてもたらさ

れる官製ワーキングプアというのがあると思うのですが、早急に、こういうふうな

扱い方をしなさい、あるいは業者を選ぶ際、間もなくそういう時期にさしかかって

いる都道府県、市町村もあるかと思うのですが、その際に、そういうワーキングプ

アを作らないような、適切な使い方をしなさいということを、改めてきちっと、こ

う例示をすると言いますか、指導していくというお考えはあるのでしょうか。 

答：年末に出しました通知はですね、いわば指定管理者制度をめぐる誤解とか、失礼

ですけれども、理解不足とかですね、こういうものを解いていこうという趣旨なの

です。何かですね、指定管理者制度が導入されてから今日までの自治体のこの制度

の利用の状況を見てみますと、コストカットのツールとして使ってきた嫌いがあり

ます。もちろんそれは全く否定するものではありませんけれども、指定管理者制度

というのは、一番のねらいは、行政サービスの質の向上にあるはずなのです。俗に

お役所仕事とかですね、そういうものから脱却をして、民間の創意工夫とか、それ

から経験とか、そういうものを導入することによって、ともすれば画一的で、規則

などに縛られて、利用者本位ではないと批判されてきた公の施設の利活用について、

新風を吹き込みたいと。行政サービスの質を向上したい、住民の皆さんの満足度を

高めたいということなのです。ところが、そっちの方よりも、むしろ、外注するこ

とによって、アウトソースすることによって、コストをいかにカットするかという

ところに力点が置かれてきたような印象を持っております。特に、私などが懸念し

ていますのは、本来、指定管理になじまないような施設についてまで、指定管理の

波が押し寄せて、現れてしまっているという。そういうことを懸念していたもので

すから、改めて、その誤解を解いたり、本来の趣旨、目的を理解していただくため

に出したわけですね。まあ、あれを出せばですね、じっくり読んでいただければ、

はっと気が付いていただけるのではないかなと思いますけれどもね。これからも、

折に触れてですね、私なりの考え方を申し上げてみたいと思うのですが、ただです

ね、じゃあ、私が申し上げているようなことが法律上書いてあるかというと、必ず

しもそうでもないですね。具体的にどういうことかと言うと、私などはいつもよく



70 

言うのですけれども、例えば、公共図書館とか、まして学校図書館なんかは、指定

管理になじまないと私は思うのです。やはり、きちっと行政がちゃんと直営で、ス

タッフを配置して運営すべきだと、私なんかは思うのですね。私が鳥取県知事のと

きもそうしてきました。だけど、じゃあ、それが法律にそう書いてあるのかという

と、必ずしもそうでもない。何でも出せるような、そういう仕組みになっているも

のですから、あとは、どう言うのでしょうか、良識とか、常識とかですね、リーガ

ルマインドとかですね、そういう世界に入るのだと思うのですけれども。そういう

ものを喚起したいと思って出したわけであります。もう一つの認識は、これ指定管

理だけではなくてですね、従来からの外部化というものを、総務省として随分進め

てきました。定員削減とかですね、それから総人件費の削減という意味で、アウト

ソースというものを進めてきたのですね。それがやはり、コストカットを目的とし

て、結果として官製ワーキングプアというものを随分生んでしまっているという、

そういうことがありますので、それに対する懸念も示して、少し見直してもらいた

いなという、そういう気持ちもあって、お出ししたわけです。あれで、どういう反

応が出るかですね、反応が無いか、有るか、有ってほしいと思うのですけれども、

しばらく見てですね、また必要がありましたら、次の策も考えてみたいと思ってい

ます。自治体はですね、地元の企業の皆さんに対しては、正規社員を増やしてくだ

さいということをよく働き掛けるのですよ。当然ですよね。やはり正規雇用を増や

してくださいということを働き掛けるのですけれども、当の自治体が、自ら内部で

は非正規化をどんどん進めて、なおかつ、アウトソースを通じて官製ワーキングプ

アを大量に作ってしまったという、そのやはり自覚と反省は必要だろうと、私は思

います。そういう問題提起の意味も含めて見直しをしたということです。これは、

ですから指定管理者制度についての理解を、本当の理解を深めていただきたいとい

う通知と、それから、もう一つはですね、かねて申し上げておりますけれども、集

中改革プランという法的根拠の無い仕組みを全国に強いてきたという、これの解除

ですね。もともと法的に有効な通知ではありませんから、解除という言葉がいいか

どうか分かりませんけれども、以前進めてきた集中改革プランにとらわれることな

く、自治体では、業務と職員とのバランスは自ら考えて、これから定数管理などを

やっていただきたいと。この二つであります。 
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総 行 経 第 ２ ９ 号 

平成２７年８月２８日 

 

各都道府県知事 

各都道府県議会議長 

各指定都市市長 

各指定都市議会議長 

 

殿 

 

                         総務大臣 山 本 早 苗 

                             （公 印 省 略） 

 

地方行政サービス改革の推進に関する留意事項について 

 

 地方公共団体においては、人口減少・高齢化の進行、行政需要の多様化など社会経

済情勢の変化に一層適切に対応することが求められております。 

 国・地方を通じた厳しい財政状況下においても、引き続き質の高い公共サービスを

効率的・効果的に提供するためには、ＩＣＴの徹底的な活用や、民間委託等の推進な

どによる更なる業務改革の推進が必要です。 

 このため、今般、平成２７年６月３０日に閣議決定された「経済財政運営と改革の

基本方針２０１５」等を踏まえ、総務省において別添のとおり「地方行政サービス改

革の推進に関する留意事項」を策定いたしました。 

 各地方公共団体におかれましては、この留意事項を参考として、積極的に業務改革

に努められますようお願いします。 

 各都道府県におかれましては、貴都道府県内の指定都市を除く市区町村長及び市区

町村議会議長に対しても、本通知について周知していただくとともに、適切な御助言

をお願いします。 

 なお、地域の元気創造プラットフォームにおける調査・照会システムを通じて、各

市区町村に対して、本通知についての情報提供を行っていることを申し添えます。 
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地方行政サービス改革の推進に関する留意事項 

 

平成27年８月28日 

総   務   省 

 

 人口減少・高齢化が進行し、地方財政も依然として厳しい状況にある中で、地方公

共団体は、衆議院及び参議院両院における「地方分権の推進に関する決議」以来、20

年にわたる第１次・第２次地方分権改革による成果を活用し、社会保障、子育て支援、

教育、社会資本整備など多様化し増大する住民ニーズに的確に対応することが求めら

れている。 

 これまでも、地方公共団体においては、「地方公共団体における行政改革の推進のた

めの新たな指針」（平成１７年３月２９日付け総務事務次官通知）や「電子自治体の取

組みを加速するための１０の指針」（平成２６年３月２４日総務省自治行政局地域情報

政策室）等に基づき積極的に行政改革等に取り組み、事務・事業の民間委託、給与・

旅費等に関する事務の集中化・アウトソーシング、指定管理者制度の活用等、その取

組は着実に進展してきた。また、近年、窓口業務のアウトソーシングなどの新たな取

組も見られるほか、クラウド導入市区町村の数も５５０団体に上っている。（平成２６

年４月１日現在） 

 しかしながら、依然として厳しい地方財政の状況など地方公共団体における経営資

源の制約が強まってきている一方で、少子高齢化等を背景とした行政需要は確実に増

加することが見込まれ、このような状況下においても質の高い公共サービスを引き続

き効率的・効果的に提供するためにはより一層の取組が必要となっている。 

 また、民間事業者の提供するサービスが日々進化をとげている中で、地方公共団体

においてもクラウド化等の取組が推進され、システムコストの圧縮等が進められてい

るほか、住民の利便性向上のための総合窓口やコンビニにおける証明書交付、社会保

障・税番号制度の導入など、行政事務や行政サービスにおけるＩＣＴの役割は今後ま

すます高まるものと考えられる。 

 これらの状況を踏まえれば、今後、地方公共団体においては、ＢＰＲ（Business 

Process Re-engineering）の手法及びＩＣＴを徹底的に活用して業務の標準化・効率

化に努めるとともに、民間委託等の積極的な活用等による更なる業務改革の推進が必

要であり、そこで捻出された人的資源を公務員が自ら対応すべき分野に集中すること

が肝要である。 

 このため、平成２７年６月３０日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方

針２０１５」（以下「基本方針２０１５」という。）等を受け、以下に地方行政サービ

ス改革を推進するに当たっての留意事項を示し、これを参考として、各地方公共団体

においてより積極的な業務改革の推進に努めるよう地方自治法第２５２条の１７の５

に基づき助言するものである。 

 

第１ 地方行政サービス改革の推進に関する主要事項について 

 

 １ 行政サービスのオープン化・アウトソーシング等の推進 
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（略） 

 

 （２）指定管理者制度等の活用 

   ① 公の施設については、今後、各地方公共団体による策定が見込まれる公共

施設等総合管理計画も踏まえつつ、既に指定管理者制度を導入している施設

を含め、その管理のあり方について検証を行い、より効果的、効率的な運営

に努めること。 

   ② その際、先行的に取組を行っている団体の状況等を参考にしつつ、例えば、

複数施設の一括指定など、スケールメリットを活かすことで指定管理者の裁

量を増大させる取組や、公募前対話の導入等により民間事業者の参入機会を

増やす取組など、指定管理者が参入しやすくなるような環境整備も含め検証

すること。 

     また、その施策目的等から直営を選択している場合であっても、窓口業務

や貸室業務、施設・設備管理といった業務について部分的に指定管理者制度

を導入する等、幅広い視点からその管理のあり方について検証すること。 

   ③ また、「指定管理者制度の運用について」（平成２２年１２月２８日総行経

第３８号）の内容を十分に踏まえて対応されたいこと。 

 

 （３）地方独立行政法人制度の活用 

   ① 地方独立行政法人制度の活用にあたっては、まず、対象となる事務・事業

についてその廃止や民間譲渡の可能性を十分に検討すること。その上で、公

の施設の指定管理者制度の活用等と比較検討し、地方公共団体が自ら実施す

るよりも地方独立行政法人を設立して行わせる方が効率的・効果的に行政サ

ービスを提供できると判断される場合に活用を検討すること。 

   ② なお、公の施設のうち、博物館、美術館、植物園、動物園及び水族館につ

いては、地方独立行政法人法施行令の一部を改正する政令（平成２５年政令

第２９８号）において、これらの施設の設置及び管理が地方独立行政法人の

業務範囲に追加されたことに留意すること。 

   ③ 地方独立行政法人についても、地方公共団体同様、適正かつ効率的にその

業務を運営することが必要であり、民間のノウハウの活用など、適切な対応

が望まれること。 

 

（略） 
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総 行 経 第 ２ ５ 号 

平成２９年４月２５日 

 

 各都道府県知事 

 殿 
 各指定都市市長 

 各都道府県議会議長 

 各指定都市議会議長 

 

総務省自治行政局長 

 

     大規模地震に係る災害発生時における避難所運営を想定した 

     指定管理者制度の運用について（通知） 

 

 平成２８年熊本地震における対応で課題が指摘されたものについて、今後の震災対

策に活かすため、中央防災会議防災対策実行会議に「熊本地震を踏まえた応急対策・

生活支援ワーキンググループ」が設置され、平成２８年１２月２０日に「熊本地震を

踏まえた応急対策・生活支援策の在り方について（報告）」がとりまとめられ、平成２

９年４月１１日開催の第３７回中央防災会議にて報告されたところです。 

 本報告においては、関係者間の連携の不足に伴う課題の一つとして、「市町村と施設

管理者、指定管理者の間で避難所運営を想定した役割分担等が共有されていなかった

ため、避難所運営を想定していなかった指定管理者に多大な負担が生じる場合もあっ

た」ことが指摘され、実施すべき取組として、「避難所となる施設の中には、市町村が

指定管理者を指定している場合もあるが、災害時の市町村との役割分担について予め

協定等で決めておくとともに、発災後も必要に応じて話合いを行うことが必要であ

る。」とされています。 

 ついては、大規模地震に係る災害発生時における避難所運営を想定した指定管理者

制度の運用について、下記の点に留意の上、適切な運用に努められるよう、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４第１項に基づき助言します。 

 なお、貴都道府県内の市区町村に対しても、本通知について周知方よろしくお願い

します。 

 

記 

 

１．指定管理者が管理する施設における避難所等運営の役割分担の確認 

 

（１）指定避難所としての指定や果たすべき機能等の明確化 

   指定管理者が管理する施設における避難所等運営については、施設を設置する

地方自治体（以下「設置団体」という。）の指定管理者制度所管部局及び施設管理

担当部局が、防災担当部局等と緊密に連携し、条例、地域防災計画等において、

当該施設の災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）上の指定避難所として

の指定や果たすべき機能等について明確にしておく必要があること。 
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（２）指定避難所である場合 

   指定避難所である場合、避難所運営の対応マニュアルの作成、指定管理者との

協定の締結等を通じ、設置団体、施設所在市町村と指定管理者の間の役割分担を

あらかじめ明確にしておく必要があること。その際、指定管理者が避難所運営や、

市町村による避難所運営の支援の役割を担う場合にはその旨を明確にする必要が

あること。 

 

（３）指定避難所でない場合 

   大規模地震に係る災害の場合には、あらかじめ指定避難所として指定されてい

ないとしても、周辺住民から見て避難に適していると判断された施設は事実上避

難者が集まる場所となり、さらに事後的に指定避難所として指定されることもあ

り得ることに留意すること。このような事態が見込まれる施設では、避難者の受

入れの可否の判断方法や、受け入れた場合の設置団体、施設所在市町村と指定管

理者の役割分担をあらかじめ明確にしておく必要があること。 

 

（４）避難所等の運営を市町村が行う場合 

   大規模地震に係る災害の場合には、指定避難所や事実上避難者が集まる場所（以

下「避難所等」という。）の運営を市町村が行うこととしている施設であっても、

指定管理者が市町村による避難所等運営の支援の役割を担うなど、通常の施設管

理以外の業務を行うこともあり得ることに留意すること。 

 

（５）避難所等の運営を指定管理者が行う場合 

   避難所等の運営を指定管理者が行う場合には、受け入れる避難者の数、安全管

理、個人情報の取扱い等運営の基本的な方針の決定方法や、他の関係機関との連

絡調整の方法等については、施設所在市町村と指定管理者の間で調整の上、定め

る必要があること。 

   また、指定管理者が避難所等運営において重要な役割を果たしている場合には、

運営の基本的な方針を決定する際、施設所在市町村と指定管理者との間で十分な

連絡調整が行われることが望ましいこと。 

 

２．指定管理者が管理する施設を避難所等として利用する場合の費用負担 

 

（１）費用負担の方針、協議の方法の明確化 

   指定管理者が管理する施設を避難所等として利用することによって新たに必要

となる費用や施設の通常利用ができないことによる利用料金収入の補填等の追加

負担、また、不要となる費用の減額等の精算について、その方針や協議の方法（協

議開始時期や手続、協議対象事項等）をあらかじめ定めておく必要があること。 

 

（２）留意事項 

   費用の追加負担については、指定管理者の業務の円滑な実施に支障をきたすこ

とがないよう、留意する必要があること。特に、費用の追加負担の支出の時期に
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ついては、指定管理者が本来得られるべき通常の指定管理料や利用料金等の当面

の収入が得られない状況があり得ることを考慮する必要があること。 

   また、都道府県が設置する施設を施設所在市町村が避難所等として利用する場

合には、新たに必要となる費用の負担者が不明確になることがあるため、都道府

県と施設所在市町村の間で事前の調整を行う必要があること。 

 

３．その他 

   １及び２については、その内容に応じ、条例、地域防災計画のほか、指定管理

者との間で定める協定その他の書面において、可能な限り具体的に明記しておく

ことが望ましいこと。 
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事 務 連 絡 

平成２９年４月２５日 

 

 各都道府県行政改革担当課 

 各都道府県市町村担当課 

 東京都行政改革推進部行政改革課 

 各政令指定市都市行政改革担当課 

 

御中 

 

 

 

 

総務省自治行政局市町村課行政経営支援室 

 

 

     大規模地震に係る災害発生時における避難所運営を想定した 

     指定管理者制度の運用における参考資料について 

 

 平成２９年熊本地震における課題を踏まえ、「大規模地震に係る災害発生時における

避難所運営を想定した指定管理者制度の運用について（通知）」（平成２９年４月２５

日総行経第２５号）を通知したところですが、具体的な検討に当たって、参考となる

資料について、下記のとおり情報提供します。 

 

記 

 

１ 熊本地震発生後の指定管理施設の管理運営に関するヒアリング結果をとりまとめ

ていますので、別添「熊本地震発災後の指定管理施設の管理運営について」（平成２

８年１０月２５日 熊本地震を踏まえた応急対策・生活支援策検討ワーキンググルー

プ（第４回）提出資料）を参照してください。 

 

２ 指定管理者実務研究会（主催：（一財）地域総合整備財団（ふるさと財団））では、

平成２４年度に「災害に対応したリスクマネジメント」に関する報告書をとりまと

めており、避難所開設時の指定管理者の業務内容や避難所として活用された場合の

指定管理料や利用料金収入の支払いに係る運用ガイドラインの事例などが掲載され

ているので、参照してください。 
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４ 庁内通知等 
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行 第 １ ３ ９ 号 
平成２２年３月３１日 

 
 各課所室長 様 
 

                               総務部長    

                              （公印省略） 

 

   附属機関及び要綱等により設置される懇談会等の設置及び運営に関する 

   指針の策定について（通知） 

 

 平成２２年１月１３日付け行第１６号「附属機関及び要綱等により設置された懇談

会等の見直しについて（依頼）」により、本市における附属機関及び要綱等により設置

される懇談会等について見直しをおこなったところですが、この際に見直しの指針と

なった「附属機関及び要綱等により設置される懇談会等の設置及び運営に関する指針」

について、一部見直しをおこない、策定をいたしましたのでおしらせいたします。 

 つきましては、今後の附属機関等の適切な設置及び運営についてのご協力並びに所

属職員への周知のほどよろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１．資料 

  附属機関及び要綱等により設置される懇談会等の設置及び運営に関する指針 

 

※「附属機関及び要綱等により設置される懇談会等の設置及び運営に関する指針」

は逐次改訂されるため、内部情報系ネットワークに掲載されているKAIZENかわら

版にて参照してください。 

 

２．適用日 

  平成２２年４月１日 

 

以上 
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廃 棄 第 １ ３ ０ 号 

平成２３年１月２０日 

 

 各部局室長 様 

（調整主管課取扱） 

 

                               環境部長 

                              （公印省略） 

 

 

指定管理施設における維持管理について（通知） 

 

 廃棄物行政の推進につきましては、平素より格別のご理解とご配慮を賜り厚くお礼

申し上げます。 

 さて、本市におきましても昨年「下関市指定管理者制度ガイドライン」が整備され、

より多くの施設で指定管理者による施設管理が実施されることと思料されます。 

 これらの施設が市の直営から指定管理者による施設管理へ変更されますと、施設の

維持管理に関わる契約者は市ではなく各々の指定管理者となります。 

 つきましては、指定管理者による施設管理を導入される課所室等におかれましては

下記の点にご留意いただきますよう通知いたします。 

 なお、下記の別添文書は環境部ホームページからも閲覧可能です。 

 

記 

 

○一般廃棄物（ごみ）の適正処理について 

 指定管理施設から排出される一般廃棄物（ごみ）の処理は、自ら処分場等に搬入す

るか、または一般廃棄物（ごみ）収集・運搬許可業者（別添一覧参照）に依頼し、適

正な処理を行うよう周知願います。 

 

○一般廃棄物（ごみ）収集・運搬業務共同企業体による業務委託 

 「下関市一般廃棄物（ごみ）収集・運搬業務共同企業体取扱要綱」第１条による一

般廃棄物（ごみ）収集・運搬業務共同企業体が行う業務は、「下関市が委託する一般廃

棄物（ごみ）収集・運搬業務」と規定されています。 

 従いまして、施設の管理者が指定管理者である場合、原則として指定管理者は共同

企業体と一般廃棄物（ごみ）収集・運搬業務に関する委託契約を行うことはできませ

ん。 

 指定管理者が一般廃棄物（ごみ）収集・運搬業務に関する委託契約を行う場合は、

別添「一般廃棄物収集・運搬許可業者一覧」の中から業者を選定していただきますよ

う周知願います。 
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廃 棄 １ ５ １ 号 

平成２３年１月２０日 

 

 各部局長 様 

（調整主管課事務取扱） 

 

                               環境部長 

                              （公印省略） 

 

指定管理者による浄化槽管理について（通知） 

 

 廃棄物行政の推進につきましては、平素より格別のご理解とご配慮を賜り厚くお礼

申し上げます。 

 さて、本市におきましても昨年「下関市指定管理者制度ガイドライン」が整備され

たことにより、より多くの施設で指定管理者による施設管理が実施されることと思料

されます。 

 これらの施設が市の直営から指定管理者による施設管理へ変更されますと、それら

施設に設置されている浄化槽の管理者も市からそれぞれの指定管理者へ変更されるこ

ととなります。 

 つきましては、指定管理者による施設管理を導入される課所室等におかれましては

下記の点にご留意いただきますよう通知いたします。 

 なお、それぞれの別添文書は環境部ホームページからも閲覧可能です。 

 

記 

 

１．浄化槽管理者の変更 

   浄化槽法による浄化槽の管理者は、その施設を含めた浄化槽を実際に管理して

いる者と解釈されています。従って、当該施設の管理が市から指定管理者制度に

よる指定管理に変更された場合は、浄化槽法第１０条の２第３項の規定により「浄

化槽管理者変更報告書」（別添参照）を変更のあった日から３０日以内に提出する

ことが義務付けられています。 

   新たに浄化槽の管理者となられた指定管理者に対し、この報告書１部を環境部

廃棄物対策課まで提出いただきますよう周知願います。 

２．浄化槽共同企業体による業務委託 

   「下関市浄化槽維持管理業務共同企業体取扱要綱」第１条による浄化槽共同企

業体が行う業務は、浄化槽の保守点検・清掃等、下関市が管理者として委託する

浄化槽の維持管理と規定されています。 

   従って、浄化槽の管理者が指定管理者である場合、原則として指定管理者は浄

化槽共同企業体と業務に関する契約を行うことはできません。 

   指定管理者が浄化槽の維持管理に関する委託契約を行う場合は、別添「浄化槽

の保守点検登録業者及び清掃許可業者一覧」の中から業者を選定いただきますよ

う周知願います。 


